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審議会等の会議結果報告 

 

１．会議名 第１１回津市総合計画審議会 

２．開催日時 平成２０年１月３０日（水） 

午後１時３０分から午後５時まで 

３．開催場所 津市役所本庁舎８階大会議室Ａ 

４．出席した者の氏名 （総合計画審議会委員） 

 村澤忠司会長、阿部 勲委員、生川介彦委員、今井幹雄委員、内山則

夫委員、大窪久美子委員、大田武士委員、岡野茂樹委員、柏木はるみ委

員、木下美佐子委員、小泉忠子委員、杉田勝哉委員、中山大容委員、西

川正志委員、畑井育男委員、濱野 章委員、前田洋明委員、別所千万男

委員、矢沢 祥委員、水井悦雄委員、吉田 壽委員 

（事務局） 

  宮武市長公室長、中西防危機管理室長、長谷川総務部長、橋本市民部

長、吉岡環境部長、大市健康福祉部長、正次商工観光部長、岡農林水産

部長、横山建設部長、稲垣下水道部長、上杉水道事業担当理事(兼)水道

局次長、森田消防次長、谷中三重短期大学事務局長、黒宮教育委員会事

務局次長、立松都市計画部次長、渡瀨市長公室次長、野呂まちづくり計

画担当参事(兼)政策課長、石井まちづくり計画担当副参事、伊藤まちづ

くり計画担当副参事、森谷財政課財政担当主幹、下里財政課財政担当副

主幹、澤井政策担当副主幹、辻岡主査、長井主査 

５．内容 １ 津市総合計画前期基本計画試案について 

２ 答申のとりまとめについて 

３ その他 

６．公開又は非公開 公開 

７．傍聴者の数 ０人 

８．担当 市長公室政策課政策担当 

電話番号 ０５９－２２９－３２９６ 

Ｅ－ｍａｉｌ 229-3101@city.tsu.lg.jp 

 

 ・議事の内容  下記のとおり 

 

＜事務局＞ 皆さま、本日はお忙しいところ、ご出席いただきまして、ありがとうございます。

大変、お待たせをいたしました。ただいまから、第１１回津市総合計画審議会を開催

させていただきたいと思います。 

本日は、公務の都合によりまして副市長が欠席させていただいております。審議会

の開会にあたりまして、市長公室長の宮武から一言、まずごあいさつ申し上げます。 

 

市長公室長 失礼いたします。きょうは、副市長が急な公務が入りました関係で代わりに御挨拶

させていただきます。本日は、これまでのいろんなご論議を踏まえ、前期基本計画に
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ついて御審議いただきますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

また、会長におかれましては、委員の方のとりまとめを、こちらはスケジュール的

には最終回となっていますが、何もこれだけで、これで論議するだけではございませ

んので、これから答申をいただいて、これから、また議会にもかけてまいりますし、

パブリックコメントも含んでまいります。そういったことも踏まえて、一つのこの計

画策定を考えております。一応、一つのスケジュール単位では最終審議となっており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ なお、本日は関係部長も出席させていただいております。財務部長は公務により出

席できておりませんが、よろしくお願いをしたいと思います。 

それでは、審議会のほうを進めさせていただきたいと思います。まず、本日の委員

の方々のうち、欠席の連絡をいただいてみえる委員の皆様、北村副会長様、それから

井坂委員、川西委員、川端委員、櫻井委員、須山委員、竹林委員、若浪委員、若林委

員、この９名様につきましては、本日ご欠席との連絡をいただいております。 

それでは、さっそく議事のほうに移らせていただきたいと思います。本日の審議会

につきましては、前期基本計画試案、これにつきまして全体会議としてご審議をお願

いをするわけでございます。１月の上旬から中旬にかけまして、それぞれ２回、分科

会を開催していただきまして、ご審議をお願いいたしました。 

本日の資料といたしましては、これら市におけます、ご意見、ご提言をいただいて

おります、それに対する対応表、修正の案でございますが、ご意見に基づき修正をさ

せていただきました箇所、これを「津市総合計画前期基本計画試案（修正版）」とし

て、お手元に用意をさせていただきました。この修正版につきましては、先般各分科

会において頂戴をいたしましたご意見に基づく修正、それから各地区の地域審議会、

こちらからもご意見、ご提言をいただいております。また、市議会からもご意見、ご

提言、さらにこの基本計画につきましてのパブリックコメント、これもいただいてお

りまして、そのような総合的に検討いたしました修正案ということでございます。 

なお、この検討修正箇所、かなりの箇所がございました。できましたら、きょうの

前に事前に送付をさせていただくということが本来ではございますが、大変手間取り

まして、本日の配付ということになりました。大変ご迷惑をおかけしますが、よろし

くお願いをしたいと思います。 

後ほど、この修正内容につきまして、担当から説明をさせますので、よろしくお願

いをいたします。ご説明をさせていただいたのち、この前期基本計画試案の最終確認

ということで、内容についてのご審議をお願いをいたしまして、この試案にかかる審

議のまとめをお願いしていきたいと思います。 

それから、その次に、基本構想試案並びに前期基本計画試案の審議を済ませていた

だきますと、いよいよ当審議会としての答申をまとめていただくという作業をお願い

するわけでございます。この点につきまして、またのちほどご協議をお願いしたいと

考えております。 

それでは、ただいまから、津市総合計画審議会条例第６条の規定によりまして、会

長が議長ということでございます。会長に議事の進行をお願いをしたいと思います。



- 3 - 

会長、よろしくお願いいたします。 

 

村澤会長 委員の皆さま方、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。きょ

うは、先ほどの説明にもありましたように、まあ一応の最終回ということですね。基

本計画試案をまとめるということで、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の会議の成立状況についてまとめますと、委員３０名のうち、現在

２１名の方が出席していただいております。９名の方が欠席ですけれども、津市総合

計画審議会条例第６条第２項の規定により、会議の開催条件の「過半数の出席」を満

たしておりますことから、ただいまから、第１１回津市総合計画審議会を開催させて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

なお、本日の会議録署名委員の指名をさせていただきます。この件につきましても、

前回に引き続きまして名簿の順で本日は、前田委員、水井委員の両名の方に署名をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、事項書に従いまして進めていきたいと思います。本日は、先ほどの司会

者の説明にもありましたように、関係部署の部長が出席いただいております。ただ、

業務の関係から、あまり長時間おつきあいいただくことも非常に難しい問題も出てき

ますから、時間の配分を次のようにして議論を進めていきたいと思います。 

事項書の「第１項 津市総合計画前期基本計画試案について」これについて、ただ

いまから審議いたしますけれども、時間的目処として、だいたい３時半ぐらいには審

議を終了したい。なお、本日の審議にあたりましては、分科会でかなり審議してもら

っていますから大きな修正はないと思いますけれども、「この点について、関係部長

にお聞きしたい」という箇所があれば、ぜひ、ご回答いただきたいと、このように市

のほうにお願いしておりますから、その辺の所も踏まえて、ご質問していただければ

と思います。 

それが、だいたい３時半に終わりまして、第２項の「答申のとりまとめについて」

これについては委員のほうで、いろいろご意見あるかと思いますから、この時点で一

応、ご用のある関係部署には答えていただくということで、ご了解いただきたいと思

います。そのような時間配分で進めさせていただきます。 

それでは、第１項の「総合計画前期基本計画試案について」の議論に入りたいと思

います。これにつきましては、先ほどもお話しましたように分科会でかなり議論をし

ていただいております。修正箇所、あるいは要望、そういったことがかなりの数にの

ぼっております。それについて、各班、三つの分科会がございましたけれども、一応、

事務局のほうに記録してもらっておりますから、それに対してどういう具合に修正を

加えたり、あるいは対応するのかと。そういったことを先に説明していただいて、そ

れが終わってから一括して、その配付されております修正版を、各章、節ごとに検討

すると。そういうような方法で進めさせていただきます。 

よろしいでしょうか？ 

 

（「はい」の声あり） 
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それでは、そういう手順で進めさせていただきます。 

それでは､まず第１分科会「美しい環境と共生するまちづくり、安全で安心して暮

らせるまちづくり」の分科会から順番に、それぞれ議論していただいた意見とか提言

をいただいておりますから、これらについて、担当していただいた事務局の方から説

明をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ では、すいません。ただいまから、お手元の資料に基づきまして、１番目の分科会、

２番目の分科会、そして３番目の分科会、そして最後に全体でご審議をいただくとい

うことで、あらかじめご意見を頂戴しております項目についてまとめましたので、こ

の順番で進めさせていただきたいと思います。 

まず、ご説明にあたりまして、お手元の修正版でございますが、全般的な修正点に

ついて、概要的にご説明をさせていただきたいと思います。 

 

（修正についての説明） 

 

村澤会長 ありがとうございました。一応、各三つの分科会の提言したようなこと、あるいは

ご意見、そういったことについて、修正があったら修正した、あるいは、修正してい

ないのはこういう理由でこのままにしているとか、そういう説明を今、していただい

たんですけれども。これで、ひととおり修正箇所、提言、そういったようなことにつ

いて、この修正版の中に書いてもらっております。 

それで、ご自分の所属しておった分科会の内容については、よくご理解いただいた

と思うんですけれども、他の分科会については、ちょっと説明だけではわかりにくい

ところも多々あると思いますから、今から、第１章から順次、確認していくというこ

とですね。その中で、もしご意見がありましたら、そのときにおっしゃっていただく

ということで審議を進めていきたいと思います。 

それでは、第１章の計画フレームの１ページから進めていきます。「第１章 計画

フレーム」から、第１項、第２項、第３項、第４項、第５項の５ページになりますね。

既にもう何度も、ご覧いただいたと思いますけれども、何かご意見がございましたら

お出しいただくなり、あるいはご質問がございましたらお出しいただくなり、あるい

は質問があれば、質問ですからということで、いかがでしょうか？ 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

よろしいですか？ 

はい、それでは、第１章、計画フレームにつきましては、委員の全員の同意を得た

ということで、第２章のほうに移っていきます。第２章以下については、各分科会で

深く議論してもらっておると思いますから、またご意見を出していただきたいと思い

ます。「第２章 目標別計画」という所ですね。「１ 美しい環境と共生するまちづく

り」という所で、６ページの「１－１ 循環型社会の形成」から１６ページまでです

かね。そこまでの所でいくつか修正していただいておりますけれども、それも含めて、
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ご意見をお願いします。 

 

柏木委員 ７ページからなんですが、ここの部分は第１分科会で随分議論しまして、その中身

については納得しておりますが、２４１ページからの用語説明と併せて見ていただき

たいのですが、エコステーションですとか、グリーン購入、グリーンコンシューマー

等の用語説明をつけていただいておりまして、大変わかりやすくなったのですが、用

語説明があるということがわからないんですね。これは、ほかの所もそうですが、用

語説明がついていますよということがわかるような表記をしていただけるとありが

たいと思います。以上です。 

 

村澤会長 用語説明は、かなり裏にはたくさん積み上げて、まとめていただいておるんですけ

れども、そのことの存在がなかなか気が付かないということに配慮したらどうかとい

うことですけども、はい。 

 

＜事務局＞ すいません、ご意見は伺っております。これにつきましては、印刷製本する段階で

は、ちゃんとアスタリスクとかそういう表示をしていきたいと思いますが。ちょっと

今回、させてもらおうと思いましたが、なかなかうまく表現ができませんで申し訳あ

りません。印刷の時に、きちっとしたものにしたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。 

 

村澤会長 はい。それでは、対応いただきたいと思います。 

「循環型社会の形成」の第１項、第２項、第３項、第４項まで、よろしいですか？ 

 

阿部委員 ちょっとこれに直接関係ないかもしれませんけども、最近よく分別するということ

が、廃棄物について家庭で一般化しているんだけれど、現実どうなんやろうと。きち

っとリサイクルされていますというのは、どうも怪しいようなニュースが流れたこと

があるんですけど、ここらはどうなんでしょう。きちんと分別されて、きちっと再生

産されているんですか。もし、わかったら教えてもらいたい。一般の人は、行政のや

り方というのは、興味を持つ資料になるのではないかなと思って、ちょっと参考まで

に。 

 

村澤会長 では、その辺のところ、関係する部長のほうから説明いただきたいと思います。 

 

＜事務局＞ 環境部長でございます。最近、新聞を賑わしておりますのが、古紙１００％が古紙

１０％だったというようなことを、きのうか、朝日新聞に載っておりまして、津市も

コメントを出しておりましたけれども、ちょっとショックでございます。三重県の立

場も基本的には古紙を有効に使うことということで、これはグリーン購入制度で、私

どもも基本として位置付けておりまして、これは基本的には守っていくという、環境

としても、あるいは全体の物件管理をしております、契約なんかも同じ立場でござい

まして、やっていくということです。 
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やはり国の監視制度の問題というのは大きいですけども、三重県でも大変大きな問

題がございました。フェロシルトの問題もございました。再生品が、実は廃棄物の不

法投棄だったと、これも大きなショックでございます。 

やはりそこらの企業モラルの問題と行政監視の幾つかの問題をどういうふうにし

ていくかというのは、これからの環境行政を含めた社会的要請という認識は、今回、

改めて感じました。以上でございます。 

 

村澤会長 はい、よろしいですか？ 

ほかに、この１－１の所。では、大窪委員のほうから。 

 

大窪委員 テレビが地デジに変わることで、テレビをたくさん買い換えると、これから皆さん

が予想されると思うんですけど、不法投棄とかはどうされているのかなということが

予想されるんですけど。そういうのは、この中ではどこにあたるのでしょうか？ 

そのことに対して対応することは考えてあるのかどうか、ちょっとここの回答の中

ではピンと来なかったので、教えていただきたいんですが。 

 

村澤会長 この計画の中のどの部分に該当するのか、ということですか？ 

 

＜事務局＞ 環境部長でございます。すいません。まあ、不法に捨てるということについては、

１０ページの不法投棄の部分になると思います。それから、ごみの適正処理というこ

とで、ここには書いてございませんけども、ここの審議会のメンバーの方でも、私ど

もの環境審議会のほうでお世話になりまして、環境基本計画について、きょうの新聞

にも出ておりますけれども、答申をいただきました。その環境基本計画の最終答申を

いただきまして、その中で、具体的には、たとえばごみのハンドブックでＰＲしてい

くとか、そういうことで、この中で家財製品のリサイクルの方法とか、かなり具体的

にチラシを作って、全戸に配布する予定をしております。具体的には環境基本計画の

中に位置付けております。 

それから、もう一つ家財製品の問題は、環境審議会で最終的にどういうふうに対応

するかという結論が出まして、本来、私どもの地方公共団体としては、先にリサイク

ル料金を電化製品の中に含めてほしいと。現在、自動車の中では、新車を買われたら

数万円のリサイクル料金が入ってくるんですけれども、家電製品についてはリサイク

ル率が５０％に満たないというデータのもとに、リサイクル料金を含まない家電製品

を売るという結論に、中央環境審議会がなってしまいましたので、私たち地方公共団

体として改めて法改正を要求するというスタンスを持っております。そうしないと、

新たな不法投棄を生んでしまうと思っております。 

 

村澤会長 説明いただきましたけれども、よろしいですか？ おっしゃる点については、８ペ

ージの第２項の辺りですね。それに対して、２ページの「不法投棄の対策の強化」こ

ういった条項でもって対応ていいくということですね。 

ほかにございませんですか？ 
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それでは、「１－１ 循環型社会の形成」ということについてはご了解いただいた

ものとして、次の１７ページ、「次世代に残す自然環境の保全」という所で、「第１項 

多様な自然環境の保全」「第２項 環境保全対策の推進」から、２２ページまでです

ね。部分的に修正を入れてもらっておりますけれども、個々の分科会のほうで何か議

論いただいて、疑問点がなければ、ご了解いただいたものとしたいのですが、よろし

いでしようか？ 

 

（「はい」の声あり） 

 

それでは、特にございませんようでしたら、次の箇所に行きたいと思います。 

それでは、「１－３ 基本的な生活空間の形成」で２３ページから３４ページまで。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

それでは、次にいきましょうか。その次は、３５ページの「１－４ 生活基盤の整

備について」から４５ページまでですね。今回、特に指標については、その節の最後

にまとめてもらっておるわけですが、こういった手法についてもご意見があればお聞

きしたいと思います。 

よろしいですか？ 

 

（「はい」の声あり） 

 

それでは、「第２章の１ 美しい環境と共生するまちづくり」については、ご了解

いただいたものとして、次にいきましょう。 

次は４６ページ、「安全で安心して暮らせるまちづくり２－１ 安全なまちづくり

の推進」という内容で、６３ページまで、この箇所はほとんど修正がなかったですね。 

特に「第６項 消費者の保護」という箇所では、下線で修正してもらっております

けれども、よろしいですか？ 

 

（「はい」の声あり） 

 

はい。それでは、６３ページの所までご了解いただいたものとして、次にいきまし

ょう。 

それでは、６４ページの「２－２ 健康づくりの推進と地域医療体制の充実」とい

うところですね。よろしいですか？ 

 

（「はい」の声あり） 

 

はい。それでは、次にいきましょうか。７１ページの地域福祉社会の形成、２－３

ですね。ちょっと量が多いですけれども、この地域福祉社会の形成という箇所につい
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て、何かご意見、あるいはご質問ございましたら……。 

よろしいでしょうか？ 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

それでは、次にいきましょうか。９４ページ、「豊かな文化と心を育むまちづくり」

というところで、「３－１ 生きる力を育む教育の推進」で１０６ページまでですね。

特に９４ページ、何か幾つか追加の説明の、現状と課題の中に追加してもらっており

ますけれども、あるいは学校教育について、９７ページ。 

よろしいですか？ 

それでは、濱野さん、よろしくお願いいたします。 

 

濱野委員  ９７ページですけれど、いつまでという形はできないかわかりませんけれど、小規

模校の解消についての必要はありますとなっていますけど、これはだいたいいつ頃ま

でということは考えていないですか。この間の地域の説明会なんかありましたけど、

地域住民は反対をおっしゃいますけど、私はゆっくり聞いてみると、保護者であった

り、卒業した児童からは、小規模校はできるだけ早くしてほしいということはたくさ

ん聞いておりますけれども、そこらあたりはどう考えていますか。 

 

村澤会長  それでは、教育委員会のほうですか？説明していただきたいと思います。お願いい

たします。 

 

＜事務局＞  小規模校解消、大規模校も含めて、今、これの適正配置について、幼稚園・小学校

在り方検討委員会におきまして詰めておるわけですけれども、何年度を目処という形

では、明確にはなっておりませんけれども、既にこういうさらに広がりつつある中で、

方法が出れば早急にということで、そういう状況だけ、申し上げたいと思います。 

 

村澤会長  ここまで、よろしいですか。 

 

濱野委員  ここには、「地域住民や保護者、児童生徒」と書いていますけど、地域住民に聞く

と反対ですが、保護者に聞くと、もう今の４人や５人では、早くという声もたくさん

聞いていますので、そこらあたり考慮してほしいですわ。 

 

村澤会長  まあ学校というのは、地域の文化センターみたいになっていますから、それを統合

されてということになると、地域の方はいろいろご意見があるんじゃないかと思いま

すけれども。 

 

濱野委員  地域住民は全部、反対ですけどね。保護者は賛成で、大変なことになっていますな。 

 

村澤会長 そうですね。まあ教育そのものについても、また教育委員会から説明していただい
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た方向で、対応されるそうですから。 

ほかに何か、学校教育、あるいはそういうのを含めてですね。豊かな、「生きる力

を育む教育の推進」という項目について、ご意見ございますか？ 

はい、それでは、特にございませんようでしたら、ご了解いただいたものとして、

次の１０３ページ。「３－２ 高等教育機関との連携・充実」は１０６ページまでで

す。何かご意見、あるいはわかりにくい所がございましたら追加説明していただきま

すけど、よろしいですか？ 

 

（「はい」の声あり） 

 

これは分科会でかなり議論していただいた内容ですから、先ほど説明していただい

た内容でよろしいんじゃないかと思いますね。 

はい、では次にいきましょう。今度、１０７ページ。「生涯学習スポーツ社会の形

成」ということで、この箇所について。 

はい、大田委員、お願いいたします。 

 

大田委員  ちょっと聞きたいんですけどね。１１２ページ４行目、「スポーツ指導者（有資格

者）等」とありますね。行政とか、何を想定してみえるんですか？ 有資格者とは、

ちょっとこの辺、気になりますので。 

 

村澤会長 たまたまこれはスポーツ関係の施設のことですけれども。それでは、教育委員会の

ほうからお答えいただきたいと思います。 

 

＜事務局＞  こちらのほう、分科会で専門家という中に、「より具体的な内容を」ということで

組み込まれたと思いますが、その結果を、特にこちらのほう、意見をいただいており

ました、生川さんに従いまして、特に資格を持っている方、こういった専門的な意見

が非常に重要ということを伺いまして、そういった方も含めた「スポーツ指導者（有

資格者）等」ということで表現させていただいたところでございます。 

 

大田委員 これは意見ですけどね、「有資格者」を取ったほうがいいと思います。これがある

と、そのために非常に専門家でありながら何の資格もなかった場合に入れないわけで

すよ。邪魔になります。具体的にいうと、邪魔になる筈です。実際に運営していこう

と思うとね。 

たとえば、スポーツのＡＢＣとありますけどね、そういうことを指してみえるのか、

あるいは建築士であれば、建築士１級、２級というのを指してみえるのか。そんなの

がわからんものでね。だから、あえて取ったほうがいいと、僕は意見を出させていた

だきます。 

 

生川委員 ここの表現ですけれどね、スポーツ指導者という、一般的に言うスポーツ指導者と

いうのは、最近、資格を持っていない人も含めてスポーツ指導者と称する人が非常に
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多いんです。しかしながら、そのスポーツ指導者と称する人の中には、経験だけで来

ていて科学的に何も説明できない人も、たくさんいて、その人たちがスポーツの振興

の障害になっているという事実があるわけです。 

ですから、今、日本体育協会にしても、文部科学省にしても、そういう人を含めて、

もう一度勉強して正確な知識のもとに、いろんなことを進めていただきたいという施

策にして、いろんな機会を通じて、そういう資格の勉強をしているわけですが、それ

すら拒否する人がいる。そういう人に専門家として入ってもらうと困るという意味も

含めて「有資格者」という表現をしたわけです。 

ですから、正確に勉強していただいてやっていただくというのは、一番いいんです

けれども、それすらしない人は、専門家として認めないということを、しっかりして

おいたほうがいいと思います。 

２、３日前ですか？ 先日、行われました女子マラソン。１万メートルで日本記録

を持っている人がマラソンに参加をしたら、ああいう非常に皆さん見ている目の前

で、いい成績を残せなかったというのがあった。あれは、３日前の私らの会議でも、

そう指摘されていたんです。だけど、その指導者が、そういう知識を持っていなかっ

たから、ああいう結果が出ているわけです。そういうことを指しているわけです。以

上です。 

 

村澤会長  この箇所は、２～３カ所、そういう表現がありましたですね。併せて、また関係部

署と相談して、どういう文面がいいのか、修正したいと思います。今、お二人の委員

のご意見を参考にして、なんらかの具体的で、そういう弊害が出ないような表現方法

に改めていただくようにしたいと思います。 

 

大田委員  よろしい？ 今、生川さんが言ったようにね。資格うんぬんが全面じゃなくてね、

そういう資格がなかったって入るのに相応しくなかったら、委託せんだらいいわけで

すからね。委嘱せんだらいいのですからね。それはいくらでも道があると、私は思っ

ています。ね、生川さん。 

 

生川委員 しっかり考えて、委託。 

 

村澤会長 そういうことで、よろしいですか？  

 

＜事務局＞ すいません、ご意見、ありがとうございました。ちょっとそういうのの考え方です

けど、たとえば、「スポーツ指導者（有資格者）」のあとに、ちょっとこの「等」とい

うのがついておるのですが、このような表現でお許しをいただければと思うんです

が。 

 

村澤会長 全員の人に合意はなかなか、時間はないと思いますけれども。できれば、分科会の

会長さんあたりのご同意を得たいと思います。 

それでは、岡野意見、お願いいたします。 
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岡野委員 １１５ページですが、下から３行目か、２行目ですか。「青少年の健全育成に対す

る満足度」、これは私どものグループで議論したのですが、満足度についてのいろい

ろな見方がありますね。「満足度」って何をとって満足なのか。要するに、満足度の

中身がよくわからないといいますか、皆さん理解できるのかということで、いろいろ

な所に満足度が出てまいります。 

よそのグループの内容はちょっとわからないんですけれども、私ども満足度って何

なのと、やりとりしたんですけど。この場合は、ここで表は１８．７％が原案なんで

すが、これを２０％に修正されております。これはこういうのは、全国レベルでの比

較が可能なのかね。要するに評価の目標設定時に対して、２４年度では、満足度が２

０％に達したということにおいて、全国的なレベルでは、今現状、１４．４％は津は

どういうことなのか？ 

たとえば、青少年の健全育成に対する満足度ですね。そういった相関的なレベル合

わせができるのかですね。ポテンシャルは何なのかということで、この数字の表が組

まれればいいんですけど。ちょっといろんな所で満足度が出ているんですけど、この

満足度ってなんなんだと。その辺から相対論と、ここにおける満足度はこんな感じな

んですかと。 

修正したら、数字を丸めていただいて結構だと思うんですけど、その辺りの説明を

お願いしたいと思います。 

 

村澤会長 それでは、全般的な満足度はなかなか説明できないと思いますから、今回、この「青

少年の健全育成に対する満足度」はどういう意味なのかということに限って、説明を

いただきたいと思います。 

 

＜事務局＞ すいません。「青少年の健全育成に対する満足度」ということでございますけど、

こちらのほうは、一方的な話を差し上げますと、合併後、総合計画の策定のために行

いました、市民意識調査の結果を活用して使った指標であります。この「豊かな文化

と心を育むまちづくり」のところでも、いくつか出てきますが、こういった満足度。

市民の意識というか、そういったものを指標化した、「アウトカム指標」という場合

があるんですが。そういった満足度評価をしているところでございまして、先ほど、

ちょっと、ご質問にありました、全国的な比較ができるかどうかというところでござ

いますけど、ちょっとこの青少年の健全育成というので、なかなか他市と比較という

のは、ちょっと見つけることはできなかったんですが、今後、定期的にアンケート調

査をすることによって、市民がこういった施策に対して、どれだけ、どういう意識を

持っているかということを計りながら、評価していただくなことになろうかと思いま

す。以上です。 

 

村澤会長 はい。 

 

岡野委員 もう少し具体的にするならばね、満足度がいいことかどうかわかりませんけれど
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も、事故防止活動を充実しましょうということがうたわれているわけですね。という

ことであれば、事故の数とかね。いろいろあろうかと思うんですが、指導したとか、

そういう数字はすぐ出てくるわけですね。そういった具体的な、わかりやすくするよ

うな、言葉はいろいろ選ぶにしましても、そういうことにするとか。 

健全育成ってなんなのということ、それに対する満足度ってなんなのということに

なると、それぞれの立場で、いろんな理解度ができると思うんですよ。ここのあたり

が皆さんの理解に窮するところがあるんじゃないかなと。 

今もご説明、聞かせていただいたんですけれども、よくわからない。よくわかられ

た方は素晴らしいと思うんですけれども。そんな感じがいたしますが、いかがでしょ

う。 

 

村澤会長 では、お願いします。 

 

＜事務局＞ すいません。この「満足度」ですが、先ほど言いましたように市民意識調査の中で、

どれだけ市民の皆さんが満足かということで、これは、このアンケート調査の中では、

たとえば、どういうものを捉えて満足をしていますかという、ある程度例を挙げて、

アンケート調査をしておりまして、アンケート調査の中では、だいたいどういうもの

なのかなという表現は入れておりました。ただ、ここに書いているのは、あくまでも

青少年の健全育成というだけの文言になっていますので、そこは少しわかりにくいか

もわかりませんけれども。 

こういうものは、継続的にアンケート調査をしているということで、一般的な表現

として、市民の皆さんがどれぐらい満足しているかというのが、津市独自の指標とし

て取り組んでいけるのか、そういう取り組みを始めているところです。 

 

村澤会長 よろしいですか？ まあ十分なご理解、いただけないかわかりませんけども。 

 

岡野委員 まあまあよろしい。 

 

村澤会長 津市がいろいろアンケートをとる場合、そういう項目についてもやはり検討してい

くという意味を込めて、考えていただければと思います。 

はい。それでは、１１６ページまでご了解いただいたものとして、今度は１１７ペ

ージの「３－４ 文化の振興」では１２２ページの指標までを含めて、何かご意見が

ございましたら、お出しいただいて。 

よろしいですか？ 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

では、ご了解いただいたものとして、１２３ページ、「３－５ 人権尊重社会の形

成」は１２６ページまで、何かご意見、ご質問ございますでしょうか？  

はい。それでは、特にご意見ございませんでしたらご了解いただいたものとして、
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次にいきます。１２７ページ、「４ 活力あるまちづくり」では１４９ページまで、

ちょっと長いですけども、併せてご検討いただくことにしましょう。それでは、水井

委員のほうで、ご質問があれば。 

 

水井委員 ちょっと誤字の訂正と数字の訂正をお願いしたいんですけども、１３３ページ、林

業の振興でございます。ここに、上から２行目に「地域森林計画対象森林が４万１，

３８８ヘクタール」という数字が出ております。それで、ちょっとさかのぼっていた

だいて、１７ページに「多様な自然環境の保全」の所に「本市の森林面積は４万１，

３８８ヘクタール」と同じ数字が出ておって、ちょっと私はどちらが正しいかわから

ないけれども、地域森林計画対象森林というのは国有林は入っていないものですか

ら、これが本市の森林面積と同じ数字になるということはちょっとあり得ないと思い

ますし、地域森林計画対象森林以外の森林も多少ございますので、この数字の出所と、

それからいつの統計かということを、ちょっとご確認いただいて、出所と統計の年度

を表記していただけたらありがたいと思います。 

それから、もう一点、これは単純なミスですけど、１３４ページの下から言ったほ

うがいいですかね、１０行目ぐらいに「２１年度を目途に、津市農業振興計画」にな

っておりますので、農業を林業に訂正していただくということでお願いしたいと思い

ます。１３４ページでございます。 

この２点、よろしくお願いしたいと思います。 

 

村澤会長 では、まずこの森林面積の記述について、併せて資料の出所を。 

 

＜事務局＞ 出所と数字の確認ですね。では、先ほどの１３３ページと１７ページの面積につい

ては確認させていただきたいと思います。 

それから、先ほどの１３４ページの津市農業振興計画、これは「林業」でございま

すので、訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

村澤会長 はい。数値の確認、情報については、改めてまた確認するということで、これは数

字の変更だけですから、ご了解いただきたいと思います。こちらのほうで訂正してお

きます。 

 

水井委員 はい、結構です。 

 

村澤会長 ほかに何か、ちょっと長いですけれども。ご意見、ご質問ございますか？ 

 

濱野委員 １４０ページの商工会議所の商工会活動の支援という形ですけど、会議所は本当に

久居が一つの会議所になりました。商工会は今はまだ三つありますけれど、これは一

つの形になって、その中で安芸がどうするか、一志はどうするかという形をするとい

うことで、もう判断させてもうてよろしいですね。 

これは三つとも、今のままで支援をしていただくという形とは違うという形で、判
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断したんですけど、よろしいですか？ 

 

村澤会長 確認します。お願いいたします。 

 

＜事務局＞ 商工観光部長です。ご心配の点、ありがとうございます。実際に、合併とともにと

申しますか、そういうのが商工会議所の合併もされましたし、商工会もたくさんあり

ましたが、現在、三つでございます。ある意味、地域が広うございますが、皆さんま

とまってしていただくのが基本でございますので、行政的にはそういうような形での

進み方になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

濱野委員 わかりました。 

 

村澤会長 ほかに何かご意見ございますか？ 

それでは、大田委員お願いいたします。 

 

大田委員 １３２ページの（４）の①の二つ目の「頭首工」というのは、これは皆さんおわか

りでしょうか？ 私は農業やっているけど、わからないんです、これ。これはきっと

専門的なことやと思います。 

というのは、私は言いたいのはね、これはやっぱり最後へ、ちょっと用語解説をし

ておいてほしいなということ。 

それから、もう一つあるんですわ。それから、１３０ページの農業振興計画とあり

ますね。これは中身は別として、ちょっと農林水産の人にお聞きしたいんですが。今、

整備しようと思うと、必ず２割負担が地元に必要なんですよ。３００万やろうと思っ

たら、６０万円、地元が必要なんです。そこら辺は、国のほうでね。あるいは国の負

担率を少なくするとか、そういう方法はないのかどうか。これはあくまでも質問です

が。で、今、頭首工（とうしゅこう）のことにつきましては、お願いします。 

 

村澤会長 では、説明お願いいたします。 

 

内山委員 先ほど、頭首工という用語が一般的にわかりづらいというご指摘でございます。実

は、この頭首工という言葉は、潅漑（かんがい）用のために河川に設置する堰（せき）、

そこから田んぼへ用水路を引っ張るわけです。そのために、堰を河川につくるわけで

す。そういう堰には自然にカサ上げしたダブルのようなものとか水門がついておるよ

うなものがあるわけです。その辺を総称して頭首工と呼んでいるんです。 

これは実は、明治時代に英語のヘッドワークスという言葉、これはインドとかイギ

リスとかアメリカから来ておる言葉ですけど、それを日本の学会で頭首工というふう

に訳して、それを使っておりまして、現在、農林水産省及び農業土木学会では、この

用語を一般的に扱っておるということでございますので、ご理解をいただきたいと思

っております。 
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村澤会長 できれば、これは用語の解説の所に入れたほうがいいですね。 

 

内山委員 もし、そういうことであれば、会長のおっしゃるとおり、解説のほうに、ちょっと

用語の解説に入れられたらわかりやすいかと思います。 

 

＜事務局＞ 

 

村澤会長 

用語解説に入れさせていただきます。 

 

はい、お願いいたします。それで、後半のほうの大田委員から質問がありました件

についてお願いいたします。 

 

＜事務局＞ １３０ページの（１）の②、「津市農業振興計画に基づく農業振興の推進」の中で

農地の保全、基盤整備ということでのご質問だと思います。この部分について、おっ

しゃるとおりに、費用負担をいただいておりますが。国のほうでないのかという話な

んですが、なかなか難しゅうございまして、申しわけないですけれども費用負担をい

ただいておるというわけでございます。よろしくお願いします。 

 

村澤会長 まあ現状はそうなっているということで、計画にはちょっと、用語解説にあとで書

いていただいて。 

ほかにこの箇所について、何か。はい。岡野委員、お願いします。 

 

岡野委員 ちょっと、議論された結果だと思いますけども、農地の保全対策の所で１３１ペー

ジですね。「シカ、イノシシ、サルによる農作物への被害が増えており」云々とある

んですけれども、これは非常に深刻な問題のように聞いておりますが、その取り組み

については、ここの所だけですか？ 内容的に林業のほうにも当然、いろいろ出てこ

ようかと思われますけれども、相当被害が増えておるというか。これからさらに悲観

的な話をいろいろ聞いておるんですけども。打つ手は何なの？ということが、具体的

な内容が見えてこないといいましょうか。よろしいでしょうか？ 

 

村澤会長 それでは、この点についてお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 農林水産部でございます。先ほどのご質問、１３１ページの「（３）① 保全の活

用」の中の①農地の保全対策の中の三つ目が農作物への云々という所になると思うん

ですが。私どもも研究させてもらっておるんですけれども、シカにしてみれば、実際

のところをいいますと、８倍ほど増えておるんです。松阪・津地域で８倍ほど増えて

いまして、本来は、個体調整ということと思いますが、鉄砲を使っていただくという

のは、なかなかできませんので、シカについては大変難しい部分もございます。 

まあイノシシについては肉。ボタン鍋ですか、という形の肉をお買いあげいただく

ということですが、シカはかなり増えておりまして、大変難しいところでございます。

それで、全国的にはシカ、サルにつきましては、檻を作って、檻で捕まえるという方

法もやっておりますけども、あとの処理の仕方というとおかしいですけれども、なか
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なか難しい面がございまして、防護柵の設置が一番、今は手っ取り早いというとおか

しいんですけれども、そういう意味で、防護柵をかなり増やしていきたいという考え

を持っておるところです。 

それとともに、シカの肉の何か活用ができないかという研究も進めていきたいなと

思っておる次第でございます。以上でございます。 

 

村澤会長 はい、どうぞ。 

 

岡野委員 そうですね。最後におっしゃられた、このシカ肉の研究ね。この生産ライン、工場

をつくって、大々的に販売ルートを作って売り出すとかね。津市の美里とか美杉の名

産にするとか、そういうことをもっと積極的に、オンリーワンでもいいので、できな

いかという気がしております。世の中にないですかね、岡山県とか、広島県とか。非

常にイノシシとかはルート化されていますよね。そういう所に入れるんじゃないか。 

それで、これ「個体調整、棲息地の管理」というのは、見ておるというだけという

ことでしょう。やっつけるということですか？ どんどんやっつけて、そういう法律、

条例なんかできないですか？ やっつけるといったらあれでしょうけど、生体を亡く

すわけですよね。増えない方法はないのか。防護柵というのは、向こうから攻めてく

るのをどんどん囲うわけでしょう。お金がどんどん要りますよね、広域に対して。そ

れで、棲息する木なんかがシカにどんどんやられているわけですし、消極的ですよね。

もっと元から断つということをやらないと、臭いでも悪いものでも、なんでもそうで

すよね。 

そういうことを真剣になって考えないと、これをこのままずっと進めます、進めま

すということで、５年、１０年たっても、いつまでたっても解決しないと思いますが。

もう少し深く考えをしないと、大変なんじゃないでしょうか？ 

 

村澤会長 はい、今井委員、お願いします。 

 

今井委員 どんな被害があるか、一緒に野獣と生活しておるんじゃないからわからんと思いま

す。シカの肉を生かすというご意見もございますけれども、大量にシカの肉をブラン

ド化するとか、販売するとなると、まあシカが肥えるまでに、肉が取れるシカになる

までに被害が随分出るわけですわな。そやで、まあそれはなんといっても駆除がいち

ばんいいわけです。この間も、「孫の手を引いとる思ったらサルの手を引いとった」

というのがおるんですからね。そやで、それはもうこれは、たぶん全国的な問題やと

思います。 

それで、私は美杉ですけれども、どれほど苦労してきたかという。それからいきま

すとね、それは今、言われたやはり個体調整というのが一番やと思います。サルは減

らんです。私の家の近くにも２週間おるんですけれども、まあだいたい２０から３０

匹以内かなと思とったら、２年ぐらいたったら５、６０匹ぐらいになるんです。だか

ら、死ぬよりも増えるほうが多いんです。 

昔はサルは年に１回しか、子を産まなんだそうです。今はもう２回も３回もです。
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なぜ産むかといったら、餌があるからです。食べ物があるで子を産むというわけです。

したがって、さらに増えるので、それはここで議論するような問題やない。もっとも

議論しだしたら何時間、時間がかかりますもんで。これからこれはまあ、津市だけで

はなくして、どこでもそうです。 

中勢美杉森林組合長もおられますけれども、山の被害もすごいです。美杉へ来ても

らったら、苗木を植えたら必ず１メートル余りのカバーをかけます。なぜかといった

ら、そうしたらシカに苗木を食べられるから。でも、庭の中のもう庭木の背の足ると

ころとか、そんなもの、皆冬にはシカにいかれる。みんななんでもいかれます。今は

イノシシかサルが中心です。とにかくもうそれはウサギからアナグマですか、いろん

なものが出ておるんですが、これは生態系が変わってきたわけですので、まあこれか

ら市の方でも抜本的にお願いしたいと思います。 

 

村澤会長 はい。説明をお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 総合計画の記述ですけども、先ほどの１３０ページの所、もう一つ１９５ページを

見ていただきたいと思いますが、こちらの「自然の恵みの価値創造プログラム」の（１）

の所に「農山漁村活性化プロジェクトの推進」というのがございます。これは国の事

業で、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金という事業でございまして、約半分の

国の支援が受けられるということで、基本的には農山村獣害対策ですとか、こういっ

た耕作放棄地の対策ですとか、生活基盤とか、農産振興策、こういった所を進めてい

くということで、実はきょう、国のほうへヒアリングに行っておりまして、まず美杉

エリアを最初に申請していこうということを思っております。 

対象になるかどうかは、まだこれからですけれども、そういう動きを今、しており

ますのでお願いいたします。 

 

村澤会長 まあ、計画の中に織り込んでもらっております。それに対する、ご質問ですか。 

 

阿部委員 プログラムとして、今説明していただいたんですけれども。先ほど言われた方は、

１３１ページで「重大な地域はここだけですか？」と言われたんですけどね。なるほ

どな。森林関係も大変な獣害を受けているわけですから、ここに書かれていないから

支援はしません、「農地じゃないから支援しません」なんてしていかないように。 

 

村澤会長 農山漁村活性化プロジェクトの採択についてはまた、お尋ねいただく機会を持ちま

して、計画につきましては採用していただくということで、記述を入れておくという

ことでお願いをしたいと思います。 

ほかに何かこの部分について、ご意見、ご質問ございますか？  

 

（「なし」の声あり） 

 

それでは、いろいろ意見を出していただきましたけれども、先ほども参事のほうか
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ら説明がありましたように、重点プログラムの中にも対応策が一部入っておりますの

で、またそういうことも配慮して、今後、この計画を実現するときに先ほど今井委員

がおっしゃったようなことも取り入れていただきたいと思います。 

それでは、次の項目へいきましょう。次は、１５０ページ、「４－２ 交流機能の

向上」ということで１６３ページまで、ご意見があるようでしたら、お出しいただき

たいと思います。 

よろしいですか？ 

 

柏木委員 すいません。１５９ページなんですが。「公共交通の充実」ということですが、ま

あ書いていただいてはいるんですけれども、これは高齢化していく市民なんかには、

とっても広域なんです。市民にとっても非常に関心が深い所だと思いますが、もう少

し全体の記述が弱いという感じがするんですね。 

たとえば、「（４）海上交通の強化」とか、「（５）伊勢湾ヘリポートの活用」。最近

の傾向を見ていますと、非常にお客さまの数が減ってきています。本当に危機感があ

ります。県内のあちらこちらで、港ができ始めていて、お客さまが減っているという。

どこで採算越えをするんだろうかとか、中の店舗がどんどん減っていくとか、手を打

っていないとは思わないんですが、本当に広域性、公共性を考えたときに、もう少し

積極的に全体の計画なり、もう一歩踏みこんだものがどうしても必要だと思います

が、その辺、教えていただきたいと思います。 

 

村澤会長 今、ご質問いただきましたように、少し表現が弱いのではないかと。あるいは既に

そういう対応策があるのかどうか。この辺について、ご説明いただきたいと思います。

どなたか？はい、ではお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 都市計画部の次長でございます。貴重なご意見をいただきまして、ありがとうござ

います。確かに海上交通を取り巻く状況というのは、当初、津だけだったんですけど、

その後に四日市、松阪ができまして、それで、近々、伊勢というのも言われておりま

して、私どもも非常に懸念もしております。啓発活動等を通じまして、これからＰＲ

なり、利便性というところをどのような形で訴えていくか。第二名神なり、いろんな

社会情勢とか、基盤の変化等もございますので、これは行政としても、これは積極的

に誘致してきたというところもございますので、運行事業者なんかとも連携をしなが

ら、いろんな形で利便性、利用客の拡大につながるような取り組みというのは進めて

まいりたいと思います。 

ただ、記述する内容は、ちょっと具体的にもっとという話もあったんですけれども、

私どもとしては、その取り組みの中で一つの策を考えていきたい。このように考えて

おります。以上でございます。 

 

村澤会長 そうすると、記述については、この表現でよろしいということですね？ 柏木委員、

よろしいですか？ 
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柏木委員 まあ、余りよろしくはないんですけれども…。 

 それだけ減っていって１０年後にどうなっているかと、本当に心配ばかりがされて

いたという状況だと思っています。交通政策そのものに対して、もう少し具体的に打

ち出せないものでしょうか？ 

 

村澤会長 それについては、どうでしょうかね。 

 

＜事務局＞ 実際、私どものほうでコミュニティバスの関係、これが平成２１年４月実施という

ことで、いろいろな今、計画を策定しておりますし、それと併せて地域公共交通の連

携協議会というのも、２０年度中、秋ぐらいには設置する予定でおりますので、その

中で記載のように、私鉄のバス路線、鉄道等の部分、コミュニティ交通の連携という

中で、取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

村澤会長 よろしいですか。はい、ほかはいいでしょうか。 

 

生川委員 １６０ページの５番、伊勢湾ヘリポートの活用なんですが、この文章を見ています

と、災害が起こった場合、このヘリポートへは、パイロット等はどうやって行くので

すかね。行けるんですか？ 

 

都市計画部でございます。現在、県警本部に、防災航空隊が常駐しております。そ

れで、災害等の連絡を受けた場合には、実際に現地から連絡を受けた所で出動すると

いうような体制になっております。以上でございます。 

 

ほかに何か。 

杉田委員、お願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

村澤会長 

 

 

 

杉田委員 
２４ページに市民、都市マスタープランの策定というのが、「２１年度を目途に策

定します」というのが冒頭に挙がっています。実際に旧津市の時のマスタープランが

ございまして、これは９ブロックに分かれて、個別にいろいろ説明会等が行われて、

そしてやられたわけでございますが。今後、どういうふうな形でマスタープランのゾ

ーンを分けていき、土地利用をしていき、そしてどのような方法で住民参加を促しな

がらやっていくのかというようなことについて、本当はもう少し踏みこんでほしかっ

たんですけれども、２１年度ということでございますので、まあ来年度でございます

けれども。非常に難しい状態であって、昔はＡというブロックの住民説明会はあるけ

れども、その隣のＢという人の所については、Ａという所の説明会には行けないよう

な状態というようなことがありまして、その辺の地域の変更とか、マスタープランの

設置等についても、ここに掲げていることの、もう少しその辺の説明がないと、マス

タープランそのものが、我々としては、昔のマスタープランのやり方がイメージであ



- 20 - 

りますので、またあの調子でやって、四つぐらいやってよその所には知らせず、みた

いなこともございますので、その辺どうですか？ 

 

村澤会長 マスタープランの話は、今、交流機能の向上ということだけでいいですか？ 

 

杉田委員 ですから、そういうことと、このマスタープランと、今の交流機能の問題は非常に

大きく係わってまいりますし、今、柏木先生のおっしゃったような港、港湾の問題で

すね。まあはっきり言えば、そういうことでマスタープランによって、まちが活性化

して特化していければ、よそからも客も入ってくれば港湾整備、あるいは港湾の活用

という広がりをもってくる。いわゆる部分、部分で切って話しておると、いわゆる、

まあどちらかというと「木を見て森を見ず」みたいな形になる。葉っぱだけやなしに、

木全体を見てないというようなことになってくると、最終的にはマスタープランかな

と。これについて、市民参加はどのような形になって、どういうふうな構想をお持ち

になっておるのか。わかる所だけでいいから、ちょっと教えてほしいなと思います。 

 

村澤会長 杉田委員が一歩先の質問をされるので、ちょっとついていくのが大変なんですけれ

ども。先ほど公共交通機関の質問が出た中でですね、そのことを考えるには、マスタ

ープランのことに関連してくるということで、２４ページの記述には、２１年度に検

討していくという記述なんですけど、もし市のほうで、なんらかの対応があれば、そ

の部分だけ説明していただきたいと思います。 

 

＜事務局＞ 都市計画部でございます。貴重な意見、ありがとうございます。ちょっと修正をお

願いしたいんですけど、都市マスタープランは２１年度を目途に、間違いではないで

すけれども、２１年末ということで、２１年１２月を今、目途に進めております。 

それで、１９年度に基礎的なデータ収集を行いまして、市民アンケートも全体で７，

５００件を対象にしてやったということがございまして、都市構想に関する検討と

か、土地利用に対する検討とか、もろもろの資料、プラス住民の意識調査というよう

なことで進めさせていただいております。 

２０年度は全体計画ということで、パブリックコメントも実施をしていきたい。そ

れから、２１年度にかけましては、いよいよ地域別計画の検討ということで、意見の

聞き方といたしましては、地域別懇談会で地域のいろいろな意見を聞きながらパブリ

ックコメントと平行して、当然、公聴会も開く中で、計画の決定をしていきたいと考

えております。 

 

村澤会長 はい。 

 その程度でよろしいですか？ 

 交流機能のことですのでね、あまりそこを戻ると話が１からということになります

ので。それでは、岡野委員、何か。どうぞ。 

 

岡野委員 １６３ページにコミュニティ交通についてがあるんですけど、計画のもとのベース
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は、現状は１８年度は、８万５８００人なんですね。目標は１０％増と書いてあるん

ですが。数字は何かの間違いですか？ 今度は７万２３５５人となっていますけど。

こういうデータが８万５８００人の現状が、今の修正案では７万２３５５人、目標が

８万人。前のデータの現状が８万５８００人ですから、何か非常に「おやっ？」と思

ったんですけど。こういうデータの現状の所で、こういうふうに何か数字が違うと、

全部は大丈夫かなという気がしますが。単なる質問です。 

 

村澤会長 その箇所について記述を変更された方、事務局のほうで、その部分だけお願いしま

すか？  

 

＜事務局＞ ちょっと調べて修正させていただきます。 

 

村澤会長 では、これは数値の変更ということで、調べてもらってあとで報告してもらいまし

ょう。 

大窪委員のほう、何か。 

 

大窪委員 すいません。１４２ページのほうにも書いてあるんですが、黒丸の三つ目の真ん中

辺りに「今後は、まちづくり三法の改正に対応した…」というのがあって、このまち

づくり三法はなんなんだろうということ、改正されたというのは、何かわからんとい

うので、何か説明いただけるか、何か補足していただければいいかと思います。 

今までに出ていたんでしょうか？ 

 

村澤会長 はい、参事にお願いいたします。 

 

＜事務局＞ まちづくり三法は、一つは都市計画法、一つは中心市街地活性化法、もう一つは大

規模小売店舗立地法です。この三つが、要は、中心市街地とか、そういったところの

まちづくりに関連した法律を、まちづくり三法といっております。大きな改正では、

先ほども言いましたように郊外の開発を規制して中心市街地に集中していくという

ような内容ですけれども、都市計画法の施行がされたのが、昨年の１１月末になりま

す。 

ちょっと私らは、ある程度わかっていて話をしておったのですけども、わかりにく

いということであれば、少し解説を入れたいと思います。 

 

村澤会長 まちづくり三法といったって、一般の人はわかりづらいから。ここはやっぱりどこ

かに説明か、あるいは三法そのものを追加しないといけないですね。そういうふうに

修正、対応してください。 

それでは木下委員、お願いいたします。 

 

木下委員 すいません。きょうみたいないい日はないですので、ちょっとお願い等を含めて意

見だけ言わせていただきたいと思います。 
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１５９ページの「鉄道の利便性の向上等」というところで、二つ目の黒丸の所で最

後の所。「駅周辺の環境整備に努めます」。これで、文章的がどうのこうのではなくて、

ここにいくまでの間に、今までも再三、市街地整備のところですとか。それから都市

計画、都市の景観ですとか、公園緑地ですとか、いろんな所に出てきたことですけれ

ども。つまり行政はどうしても一生懸命やっていただいているんですが、縦割りで、

その部分だけの所ではとてもいいんですが、ここに書いてあるようにアクセスという

ことになってきますと、「あれとこれとの関係は？」ということになったときに分野

横断的にどうしてもいろんな課がかかわっていかなくちゃならないときになってく

ると、ちょっと弱いなと。これまでそういう感じがどうしても否めません。 

ですから、今後、ここにやはりアクセス等を考えますと、単にそこだけがいいんで

はなくて、駅周辺の環境整備となりますと、別にいいんですけど、バリアフリー化で

結構ですが。そういった分野横断的な取り組みを、実際の運用にあたっては大いにい

ろんな課を超えてやっていただきたいなとお願いしたいと思います。 

たとえば、ＪＲも駅舎のバリアフリー化ということで車いすの人が、今、いきなり

行くということは現実あまり少なくて、旅行者等の方々は事前にホームページを見ま

して、ＪＲなどでもバリアフリー化がどうなっているかというのはホームページでア

ップしております。こういったことも併せて、結構情報ということもとても大事にな

っているなというふうに思っておりますので、ぜひ、ここへくるまでの間に随分たく

さんいろんな部署が出ておりますので、分野横断的に取り組んでいただきたいなとい

う希望と意見です。 

 

村澤会長 はい。そういうご配慮をいただきたいと思います。ちょっとあまりこんなにたくさ

ん意見が出るとは思わなかったもので、時間の配分がちょっと怪しくなってきまし

て、既に３時半を超えておるんですけども。 

それでは次にいってもよろしいですか？ 

 

（「はい」の声あり） 

 

＜事務局＞ 先ほどのコミュニティ交通の数字の部分についてですが、前にお配りした資料の中

には、コミュニティ交通の利用人数としまして８万５８００と書いてございました。

この数字を書いたんですけれども、実は旧津の管内を走っております「ぐるっと・つ

ーバス」というのがありまして、これはＮＰＯの団体の方で運営をしていただいてい

ます。市の補助を出す形で公共にさせていただいておりますが、市が主体的にやって

おるというものでもないということで、その部分を数値に挙げてしまうとまずいじゃ

ないかということで、その部分を除かせていただいて７万１０００という数字になっ

ておると。７万１０００という利用者数については、市が主体的に地域交通という形

で取り組んでおります事業によって、利用していただいております人数という形で、

その辺をちょっと修正させていただきました。以上です。 

 

村澤会長 岡野委員、よろしいですか？ 今の説明。数値の変更について。 
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はい、それでは１６４ページの「４－３観光の振興」について何かご意見、ご希望

があれば、おっしゃっていただきたいと思います。よろしいですか？ 

 

（「はい」の声あり） 

 

では、次に１７１ページの「参加と協働のまちづくり」で「５－１ 市民活動の促

進」で何か、ご意見がありましたらおっしゃっていただければ。ここも特になかった

ですね。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

それでは、次にいきましょう。次は１８４ページ「５－２ 市民との協働の推進」。

ここも大きな修正はなかったですね。１８１ページは少しちょっとありましたけど

も、よろしいですか？ 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

それでは、以上で第２章の内容、記述については、ご了解いただいたものとしまし

ょう。 

その次、今度は「第３章 重点プログラム」。まず重点プログラム１の「まちづく

り戦略のプログラム」として「①未来を開く都市空間形成のプログラム」で、幾つか

事業を立ち上げてもらっておりますけれどもよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

それから、１９５ページの「②自然の恵みの価値創造のプログラム」。ここで先ほ

どの獣害対策なんかについても対応をするということは、事業として取り上げてもら

っております。よろしいですか？ 

 

（「はい」の声あり） 

 

それでは、次は１９８ページの「③海に開くまちづくりプログラム」。特に海に面

しているという地形を活かして、どういうプログラムを立ち上げていくかという議論

していただいたと思いますけども。よろしいでしょうか？ 

それでは岡野委員、ご質問があるようでしたら。 

 

岡野委員 すいません。事業主体の所の担当は、これは先ほどの質問の中にも出ているんです

けど、例えば、２００ページに事業名や事業主体が、あるいは事業概要が書いてある

んですけど。この事業主体が、事業名に対して何部署かありますね。これは推進にお

いて、プロジェクトリーダーが不明確なのではないかと。このままでは、責任の所在
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がはっきりしないので、担当部署一つで、あと関係部署というのになるんじゃなかろ

うかと思われるんですけど。推進役がどうなっているのか、ちょっとはっきりわから

ないです。 

普通、こういうプログラムあるいはプロジェクトをつくる場合、お金と、お金は上

のほうに想定事業費と書いてありますけど、完成時期、実施期間がありますね。その

問題と担当部署、責任体制をしっかりして、お金が付いて回りますから、事業費が付

いている担当部署の責任所在が問われることになると思われますけども。その辺りを

少しはっきりさすべきではなかろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

村澤会長 この事業主体の対応について、どういう具合に考えていられるのかということで、

参事のほうからコメントをいただきたいと思います。 

 

＜事務局＞ すいません。この重点プログラムの推進につきましては、大きな目的として横断的

な連携を図りながら、充実した事業の展開をしていくということで、この事業主体も、

本来ですと一つに絞ってということになるんですが、複数の組織が横断的に連携をす

るということで、複数の事業主体というふうになっています。 

先ほどの一番最初の説明でも申しましたが、ここではやっぱり中心になるのが一番

上に記載しておる組織で、あとの所が、それぞれの相関事業を含めて横断的な連携を

しながら進めていくということで、こういった表現にしております。 

それともう一つ、この組織ですが、１２月議会で新しい組織の案が、議会で議決を

いただいております。そういうことで、これについてはまた新しい組織に直したいと

思いますので、ここはちょっと仮の現在の組織名ということになっておりますので、

ご了承願いたいと思います。 

 

村澤会長 岡野委員、よろしいですか？ 

 

岡野委員 一番上が、主担当ということですね。 

 

村澤会長 今のところはですね。しかし、新しい組織の下では、またあらためて組織を考える

ということですから。 

それでは、続けて２００ページの「④持続可能な地域形成のプログラムについて」

何かご意見はございますでしょうか。各分科会で手分けして審議してもらっておりま

すから、ほとんどは説明されておると思うんですけども。２０３ページの「⑤歴史と

文化の拠点形成プログラム」、２０６ページの「⑥健康とスポーツの振興プログラム」。

その事業が「まちづくり戦略プログラム」ですね。 

次は２０８ページは、「元気づくりプログラム」として、また幾つか用意されてお

ります。「①住みやすさ向上プログラム」。次の２１０ページ、「②元気な人づくりプ

ログラム」、２１２ページの「③若者定住プログラム」。それから、２１４ページの「④

交流による活力創造プログラム」。質問があれば、いただきたいと思います。 
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畑井委員 ２１４ページ、表現にこだわって申し訳ないんですが。観光振興の所で、「協働連

携による観光の振興」という。ここでは「協働連携」という言葉が使われているんで

す。それで、参加協働プログラムという形で、大きなテーマの中で、これまでの説明

では協働、コラボレーションというのはいろんな全体にかかわっていくというお話を

いただいていたんですが、そのいろんなプロジェクトの中で、この観光振興のところ

だけ「協働」という言葉が入っているものですから、私としてちょっと違和感を覚え

るのでございますが。この辺はいかがなものでしょうか。 

 

村澤会長 その辺の記述についてのお考えをお願いいたします。 

 

＜事務局＞ この元気づくりプログラム自体が、市民の皆さんと協働しながら進めていこうとい

う事業ですので、あえてここに協働というのが入っておるのがいいかどうか、ちょっ

と少しこれは考えさせていただきたいと思いますので、すみません。 

 

村澤会長 それでは、この協働を入れたらいいかどうか、ちょっと保留で、後日修正したいと

思いますので。 

それで２１７ページ、「⑤津らしさ実感プログラム」。それぞれ検討していただいた

部会で、何かご意見がございましたらお出しいただきたいと思います。よろしいです

か。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

よろしいですか。はい。 

その次は２２０ページで、今度は三つ目の「地域かがやきプログラム」。これはエ

リア別のプログラムですけども。「①東部エリア」ここに書いてあるんですけれども。

２２５ページ、「②北部エリア」。それから、２２８ページ「③中部エリア」。それか

ら、２３１ページに「④南部エリア」。 

まあ第３章は、重点プログラムを幾つか挙げてもらっておるんですけども、この重

点プログラムで、何かご意見なり、ご質問があれば、一括してお受けいたします。 

よろしいですか？ 

 

（「はい」の声あり） 

 

それでは、第３章の重点プログラムを、一応、これでご了解いただいたものとしま

しょう。 

その次に第４章の「財政の見通し」という所ですけども、平成２０年度から平成２

４年度ということです。これは質問はたくさんあるかなと思いますけども。重点プロ

グラムも財政の裏付けがなかったら進まないわけですから、関心の高い所だと思いま

す。何かこの財政の見通しについて、ご意見があればおっしゃっていただきたいんで

すけど、あるいはご質問でも結構です。 
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今井委員 財源確保に頑張ってください。それしか言いようがないですかね。 

 

村澤会長 岡野委員、それではお願いいたします。 

 

岡野委員 たいへん厳しい、厳しいということですが、財政の見通しの基本的な考え方の前に、

基本構想のほうで、「新しい公共経営の考え方を取り入れつつ、市民の満足度向上を

目指す」とあるんですが、そういったことの中身がどういうことなのかというのは、

この基本計画の中で表れていないですね。企業的運営手法を取り入れるのであればど

ういうことなのか。そういった所で、少し具体性をお示しいただきたいなというのが

一つです。 

それから、この財政。先ほどもお答えいただいておるんですが、「平成２０年度中

に策定予定の財政健全化計画で詳細についてお示ししていきたい」というのが、歳入

歳出で全部あるんですが。少しこれでは乱暴なんじゃないかなというふうに思います

が、いかがでしょう。 

一つは、特例債の上限度２４０億というのは、はっきりとうたわれておりますね。

この特例債２４０億は、それでは何にどう使うのか。その使い道についてぐらいは具

体的にいえるんじゃないのと。それが返還するわけですけども、自主財源から持って

いくわけですが、そういうことにおいての何はどういうふうになっているのか。ある

いは、そういった所におけるフレームベースでは、歳出のほうでも投資的経費の扱い

で何をどうするのか。そういった所での年度計画がわからないまでも、支出ベースで

歳入に対して歳出は。この５カ年をまとめてここには表でボコンと書いてあるんです

けども、何か非常に……。こういうものなんですか？ こういうものであれば、こう

いうものだということにするわけですけど、これだと評価のしようがないですよね。

ちょっとそのあたりの常識的な問題なのか。このぐらいしか、今は説明できませんよ

というデータなのか。それは２０年度ということは、ことし１年あるわけですから２

０年度の財政健全化計画というのはいつできるのかね。その見通しもわからないので

あればですね。もう少しそこら辺をはっきり書くなら書き込んで、その時点でお話し

しますよとか。 

その厳しい厳しいという財政の中身は、市民の皆さんはよくわかってないと思いま

す。現状の問題点は何か。ほかにいっぱい問題点は、ほかの計画の中でうたわれてい

るんですけど、この財政の見通しについてのほかに前提条件があるんですけども、問

題点は抜けている。ここをどうするのか。いろんな問題が歳入についての見通しだと

か歳出の見通しをお尋ねしておる中でも、２０年度の財政健全化計画一辺倒に処理さ

れておるのでは、市民の方々は健全財政の確保というのに対して理解ができないので

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

今井委員 関連して、今の計画策定。議会へはどこまで進んでおるんですか？ 議会への対応

はどこまで進んでおるんですか。議会の先はいけやんと思うんですけどね。 
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村澤会長 それでは、どなたかお願いします。 

 

＜事務局＞ まず議会のほうですけども、議会のほうは総合計画調査研究特別委員会という、特

別な委員会を設置していただきまして、いろいろと議論をいただいています。それで、

一応、今、構想、それから基本計画についても、この審議会と同じようにご意見をい

ただいたところでございます。 

ただこの財政の内容につきましては、やはり全体をまとめた内容でご了解をいただ

ければなと……。 

 

今井委員 いや、２０年度の計画について、議会とは予算の協議に入っておるの？ 

 

＜事務局＞ はい。予算については、まだ議会には何もお示しをしておりません。これからでご

ざいます。 

  

＜事務局＞ それと先ほど言いました、まずちょっと５カ年をまとめて、この前期の計画で提示

をしておるんですけども、これにつきましては、検討の中では年次年次、想定をして

検討はしておりますが。ただ毎年毎年予算編成につきましては、そのときの状況によ

って大きく変わってまいります。たとえば、最終処分場などの建設に入りますと、そ

の年度はボコッと予算が増えるというようなことも考えられますので、あくまでも目

安としてこちらでつくっておりまして、それをあえて計画の中へ、普通は一般的には

出していないというのが一般的なやり方でございます。  

それから特例債でございますが。これにつきましては、実質公債費比率等の方法も

考えて合併後１０年間でございますが、５００億程度を最大限にしようかなという視

点は出しております。そうすると前期の中でその見通しも考えながら２４０億という

ようなことで考えていまして、主な活用につきましては、まずは安全安心対策として

耐震化です。それとか最終処分場、斎場。それから総合的な体育施設、そういったと

ころを主な活用に考えていますが。これも予算編成の中で、毎年毎年対応をしていく

ということになります。 

  

今井委員 ひとつすみませんが、特例債。私ら合併の協議の段階では、７１７億から７２０億

が大体、この新津市の合併に対する財政の総額ということで説明を受けたんですが。

正確に新津市が最大限受けるとしたら、どのぐらいの額になってくるのか。国への前

期５年のいわゆる国への認可、あるいは後期５年も含めて１０年間の。今１０年全部

策定しなくてはならないのかな。全部しなくていいのではないかと思うんですが、そ

の点もちょっとしておきたいと思います。なぜ５００億かということもちょっと。 

 

村澤会長 併せて、説明いただきたいと思います。 

 

＜事務局＞ 財政課です。合併特例債の総額ですが、当初、７００数十億円ということで合併協

議の段階ぐらいにはそう試算を取りましたが、最終的にはたしか６７２億円。細かく
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言いますと、それぐらいのレベルが新津市の最大限マックスというふうになっており

ます。 

「なぜ、６７０億円が５００億円なの？」という話ですが、こちらも一応、私ども

のほうもシミュレーションをしまして６７０億円有利な起債ですので借りたいのは

借りたいんですが、ご存じの通り、７割は交付税算入、３割が市の一般財源の持ち出

しということで、それを計算していきますと、６７０億円ですけども使い切りますと、

もう公債費負担比率が２０％を超えてしまうということで、要は公債費の発行が制限

される段階に陥るというような状況がございまして、使いたくとも使えない。あるい

は使うと公債費ばかりの支払いがツケが回ってまいりまして、一般的な一般の住民サ

ービスに支障をきたすということで、そういう範囲からギリギリの線で５００億円で

あれば何とか国からの制限を受けられず、自分たちの私どもの考えの中で起債が、借

りれられる。国から制限を受けなくても津市の意志で借り入れができる範囲がギリギ

リ１８％でしたので、それを目途に借り入れができる範囲というのを試算しますと、

今のところ現在の試算では５００億円がギリギリというところで、一応５００億とい

う数字を出させていただいております。 

 

今井委員 確かに３０％、３割は返さんならんわけです。しかし、私は起債の比率ばかりでは

いかんと思うんです。起債の比率ばかりではなしに、起債の内容によると思うんです。

どのような起債を、どのような市が借金をしておるか、借金の内容によると思うんで

す。償還もあれば、効率な起債もあるわけですし。特にこれは合併に対する飴の部分

で特例債というものを法律に基づいてあるわけですけれども。やはり、自主財源がな

かったら、いわゆる起債をしていかなきゃならん。 

確かに市そのものが自主財源を確保することも、それは努力も必要ですけれども、

これから執行部と議会が十分検討してもらいたいと思うんですが。やはり、市の発展

とそして財政の計画と、財政のいわゆる起債を中心にした計画とが、私はある程度、

少々の無理はしていかなければ、発展にはつながらないだろうと。私はやはりこうい

った広い面積を有した市なんかは、ある程度ギリギリと言われたけれども、その点の

見極めというものはお願いしたいなと。 

もう一つは起債の内容、私は％、１８％、２０％と言いますけれども、やはり起債

の内容による。それでも洗い直しをしてもらいたいなと思うんですが、一つよろしく

お願いしたいと思います。 

 

村澤会長 はい。関連してですか。簡潔にお願いいたします。 

 

岡野委員 今、おっしゃっている、全くその通りでございますけども、公債費推移ですよね。

そういった事業の年度事業に関して、５カ年のここに歳入歳出がございますけども、

これはいろいろ今までの事業が出ております。この計画の中身はですね。あれもこれ

もいっぱいあるわけですが、５カ年の目標設定値に対してこういうことを実行するの

に何を優先付けてやるのかですね。その優先度の考え方が一つ出てこようかと思いま

すが、優先度は何をベースにどう考えられているのかね。この財政をやる上で何に使
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っていくのか、優先順位ですね。どう考えているのか。そういった意味でのところも

大まかな考え方はあるのかないのか。現状、ないならないでよろしいですけども、こ

れからの問題が非常に多いと思います。 

そういったところで、非常に合併の前にもいろいろ各市町村から出ていた問題もあ

るわけですけども。それから一つケアしておかなきゃいかんというのは、当初予算で

ことを通過させて、補正予算で財政破たんがどこかの市は起こりましたので、そうい

うことのないようの歯止めはどうするのかですね。自分たちの評価を十分していく必

要があろうかと思うのですが、いかがでしょうか？ 

 

村澤会長 それではまとめて、事業を幾つか、この計画で立ち上げているわけですけれど、そ

ういったものにどうやって対応していくのか、もし計画があるならばご説明いただい

て、財政見通しの話はそこまでにしたいと思いますけれど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

＜事務局＞ まず、財源の使い方ですが、ほとんどは経常的な経費ということになります。福祉

の関係ですとか、人件費とか、施設の管理経費、残った所が投資的に使える、この総

合計画で位置付けるような業務の費用になるわけですけれど、大きな考え方として

は、一つは安全、安心。これは先ほど言いました、耐震化の事業ですとか、そういっ

た地震への対策とか、そういったところ。 

それから、それ以外につきましては、ここで重点プログラムとして位置付けており

ますように、「選択と集中」をして、事業の見解を図っていくということになります

し、合併協議の中で、新市に引き継がれました２０事業、これについてもその事業の、

それぞれの考え方を整理しながら取り組んでいくというようなことになると思いま

す。そういうことで、この投資的経費については、厳しいながらも、その額の使い方

というのは、先ほど申しましたような方法で、考えていくということでございます。 

 

村澤会長 また財政については、委員の方々もいろいろご意見をお持ちになられると思うので

すが、今、説明されたようなことを念頭に置いて、計画の実現を見守っていくという

ことで、お願いしたいですけれど、よろしいですか？ 

 

（「はい」の声あり） 

 

それで、第４章まで終わったのですが、第５章の「計画を推進するために」という、

またちょっと議論があるかなと思うのですが、ちょっと予定より時間が遅れておりま

す。関係する部長の方々にも長時間ご出席していただいて、いろいろコメントをいた

だいたんですけれども、どうしてもご用のある部長の方もおられますから、ここで休

憩したいと思います。 

 

吉田委員 戻らせてすみませんけど、ちょっと私の関連する所で、第２章なんですけど意見を

２、３分で。 
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えらい申し訳ありません。今月の安心安全の分科会、私は所属しているわけですけ

れど、ちょっと忙しかったものですから、欠席させていただいたんですが。きのうち

ょっと厚い計画試案を見まして、第２章の所でございます。７０ページです。目標と

いう所で、「乳がん検診の受診率」というのがポコッと出てまいります。それで、が

んに関する記載がどこにあるかと思って見ていましたら、８８ページの所に出てくる

んですね。上から丸が四つ目に「がん検診等への市民ニーズが高く……」、ですから

この目標値というのは、地域医療体制の充実ではなくて、福祉の所ですか。ですから、

９２ページと９３ページの所へ移行してもらったほうがいいのでは。 

それで、「がん検診等への市民……」この文章ですけれども、「疾病の予防や早期発

見による医療費の抑制効果も認められるため、医療の一部負担していますが、受診者

数の増加に伴う経費増大が懸念されます」と書いてあるんですけど。確かに経費は懸

念されるかもわかりませんけれども、こういう所には、やはりこういう文章ではなく

て、受診率の向上に努めるというような文章にあらためていただいたほうがいいかな

と思います。 

それから、隣の８９ページですが、制度が変わって特定健診・特定保健指導という

のが今年から始まるわけでございますが。これは疾病の予防及び早期発見というより

も、メタボリックシンドロームの早期発見でございますので、この疾病というのは、

本当は適当でないので、メタボのほうが適当かなと思います。 

それから９３ページに目標値が１０％、減少率１０％と書いてあるわけですが、こ

れは政府が、厚生労働省が目標値を決めておりますので、ちょっと私は何％でしたか

ちょっと覚えていませんけれど、それは数字が一致していないとまずいかなと思いま

す。 

それから移してほしいといった、がん検診の受診率でございますけれども、１６．

４％と今なっておりますけれども、これはマンモグラフィの受診者の率か、あるいは

プラス、エコーですね。超音波を受けた人の合計の率かということがちょっと。マン

モグラフィだけの数字かというところを、ちょっとお聞きしたいなと思います。以上

です。 

 

村澤会長 関係する部署は、健康福祉部、お願いいたします。 

 

＜事務局＞ まず先に、がん検診の受診率の関係ですが、今回資料が一番最後にいっているわけ

なんですけれど、がん検診の受診の関係の記述が、先ほどの国民健康保険の前に、ペ

ージで言いますと、６５ページの「健康づくりの推進」という項目がありまして、こ

れの（１）①番の「各種検診時業の推進」という項目で「健康診断、胃がん、肺がん、

大腸がん、子宮がん、乳がん等のがん検診受診率を向上させるために、ＰＲの充実や

受診機関の拡大に努めます」という記述をしておりまして、これの受け手の資料が、

７０ページに挙がっていたという、ちょっと後ろに固まってしまって、見分けがつか

なかった点もあるかもしれませんが。先ほど説明した文言を見ての指標が受診率とい

うことでございます。 
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村澤会長 それではこの位置でよろしいですか。 

 

吉田委員 この位置でいいです。 

それで、％はどういう意味ですか？ 

 

＜事務局＞ 健康福祉部長です。受診率１６．４、これはがん検診の受診率は非常に把握がしに

くいのも、十分ご承知と思います。これはいろいろな所で受けられますよね。会社に

行って見える方は、会社の人間ドッグを受けたり、いろいろされますので把握がしに

くいのですが。これは津市で使っておる健診の率、１６．４％が今乳がんの健診を受

けている。今、若い方の乳がんが非常に増えてきておりまして、ここに一番力を入れ

ようというのが、厚生労働省の考え方で、我々としては幾つかのがん検診がある中で、

乳がん検診を代表としてとらえて、目標を持って数値を上げていこうと。これも議会

のほうで女性の議員の方から「こんな低い」１８というのがあったのです。あまりに

も低すぎるので「目標を高く持って普及していきなさい」と。こういうことがありま

して変更させていただきました。 

それでほかに、今回、国民健康保険のところで、がん健診等へのいろいろな事業が

重なっているというようなことが書いてあります。これは国保事業の中での表現でし

て、がん健診は、健康増進法に基づく新事業でございます。今まで国保が援助してき

たのですが、これも健康づくりというのは各保健者がそれぞれ努める部分というのも

ある中で、どのように援助していったらいいかという部分、これは課題の所で一応、

挙げさせていただいておりまして、そうご理解をいただきたいと思います。 

 

吉田委員 やっぱり、しかし、「受診率の向上に努める」という文章はどこに出てきますか。

そうしたら。 

 

＜事務局＞ 言いましたように、一番の６５ページに……。 

 

吉田委員 そんなに戻るんですね。。 

 

＜事務局＞ それは、向上を高めていくというのはもちろんのことで、トータル一番頭の所で言

っておりまして。それから、メタボの率の２０年度の数値、２４年度に１０％減らし

ていくというのは、それぞれ厚生労働省のほうの指導がありまして、でないと補助金

を減らすよとか、いろいろございますので、その目標に沿ってやっていきたいという

ことです。 

 

吉田委員 その文章ですね。「疾病の予防及び、早期発見に努める」というのは、疾病という

か本当はメタボリックシンドロームの検査なので、ちょっと文章としては、まずいか

もわからんな。８９ページ。 

 

＜事務局＞ すみません。病気の予防と早期発見という意味合いですので、少しまた調整させて
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吉田委員 

いただいて。メタボだけに限らずということなりますので。 

ちょっとまた後で、文章のできた後に修正させていただきます。 

 

それでは、ちょっとお礼だけいっておきます。６８ページの救急医療体制の所で、

④の所で、「市民の医療体制に対する啓発活動の推進」という所がございますけれど

も、これはちょっと言っていただいて、大変ありがたかったと思いますので、お礼を

述べさせていただきます。 

 

村澤会長 よろしいですか。またさっきの修正個所があれば、質問あれば、おっしゃっていた

だいて修正したいと思います。 

それでは、先ほどお話ししましたように、第４章まで一応、議論したということで、

ここで休憩したいと思います。それで、先ほど申しましたけれども、関係部長のほう

で退席される方も何人かおられます。あと、第５章については「計画の推進のため」

ということで、また議論をしていただくわけですが。これはどちらかというと全体の

流れを見て、どういう具合にするかということを話し合うということで、議論したい

と思います。 

それでは、ここで１０分ほど休憩させていただきます。もし関係部長の方で、来て

いただいて、またここに出ていただくことができるのであれば、ご出席を続けていた

だきたいと思います。それでは休憩しましょう。 

 

（休憩） 

 

村澤会長 それでは、再開したいと思いますから、席のほうへお願いしたいと思います。どう

も最後の最後まで、長時間ご参加いただきましてありがとうございます。 

それでは「第５章 計画を推進するために」というところです。これはどうでしょ

うか。 

 一括して、行きましょうか。それでは２３６ページ、「第５章 計画を推進するた

めに」ということですね。何かこの４ページ、推進のために、ご意見なり、ご質問が

あればお出しいただきたいですけれど。 

はい、それでは杉田委員、お願いいたします。 

 

杉田委員 実はきのう、うちへ電話がかかってきて、ＮＴＴさんが光ケーブルをテレビにつな

げてくれと、こういうお話がございました。うちはケーブルテレビに入っておりまし

て、そのケーブルテレビには津市のいわゆるコミュニティ番組とか、そういう地域放

送が入るわけです。ところがＮＴＴさんへつないでやると、それが入らないんですね。

そういった意味合いでは、なんとかそういう、どの通信網を使っても地域の地域番組

が、せっかくつくってもらっているのを入れられるようにならんもんなんかと、この

ように思うわけです。 

そうすると、インターネットはいわゆる光ケーブルで、片一方はケーブルテレビと。

二つの会社をまたいでいかないかん。この辺の所は行政さんのほうも、なんとかそう
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いう企業さんと連携をしながらコミュニティ情報を届けられるような方法がないの

かなと。そのように考えたんですけれど。 

 

村澤会長 結構なご意見なんですけども、私もその違いについてもよくわかっとるんですけれ

ど。市のほうで何かわかっていれば、説明していただければと思いますが。 

 

＜事務局＞ すいません。たしかケーブルテレビにつきましては、行政情報チャンネルというこ

とで、市の情報を流させてもらっておるんですが、これが光ケーブルになりますと、

その放送がとれないということになります。これについては、市の行政ニュースにつ

いてはホームページの中でファイル化して見られるようにと、一部やっておりますけ

れど、まだまだ全体の番組まで、それでとなると、これは能力的にたぶん難しい所が

あるようです。 

ケーブルテレビというのは、あくまで民間ベースでやっていただいておりますの

で、その番組をＮＴＴが拾ってもらって流せるかどうかという、その辺はまだちょっ

と、これからの協議を入れないと、はっきりしたことが言えないですけれど、そうい

う働きかけは、担当からしていく必要があるかなと、そういうふうには思います。 

 

村澤会長 わかりました。ＰＲ活動も、この計画の中でいろいろ議論をしていただきましたけ

れども、そういうものを積極的に使うような対応をしていかなければならないです

ね。 

ほかに何か、推進のために、この際、議論したり、あるいは記述しておく必要があ

るような項目があれば、お出しいただきたいと思います。 

はい、岡野委員お願いします。 

 

岡野委員 ３点ほどあるんですが。一つは２３７ページの「行政経営システムの構築」とあり

ます。ここにいろいろ書かれている、修正部門を折り込んで、フィロソフィーという

か、考え方は見方も含めまして、私はこの通りだと思いますけれども。先ほどの財政

の見通しの基本的な考え方等でいろいろなお話がございましたが、２０年度に３月末

でしょうか、先ほどの話ですけれど、出される「財政健全化計画」これは何年か先ま

ででございましょうか？ 

普通、一般企業ですと１０カ年の総合計画とか、５カ年計画とか、大きな計画に基

づいて収入支出といったのが、定期的なもの、臨時的にでるものを比較しまして、定

常的なものなものと。いろいろな形で経営見通しを立てるわけですが。非常にその辺

りが、どう……、ここに書いてある「行政運営の仕組みへの転換を図るため」あるい

は、「新しい公共経営の考え方のもと」「経営マネジメント」とか、いろいろな美しい

言葉が並んでいます。あるいは一番下には「本市のポテンシャルを高めるとともに」、

そういったことを考え方が当面の経営施策なのか、将来、これは１０年も先ですけれ

ども、これは５カ年計画になっていますが。そういった歳入と歳出をきちんといかな

くともですね、おおよその見通しが、そういうことで立てられていくのかというのが

一つあります。 
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それから、行政評価のほうですが、評価もいいですか？ 

 

村澤会長 ええ。併せていいでしょう。 

 

岡野委員 ベンチマークですね。行政評価でもいろいろな数字がある、ベンチマーク的なもの

の見方をどう考えられているのか、取り組んでおるのかですね、そういったところ。

それから、外部による審査が、審査といいますか評価がなされていくのか。考えられ

ているのか。たとえば、ＩＳＯの認証システムの取り入れなんかはやられないのか、

やっていこうと気構えがあるのかですね。そういったことを、考え方としてご確認さ

せていただきたいなと。 

それから、もう一つは医療の現場では、先生いらっしゃいますけれど、インフォー

ムドコンセントということがなされていますが。今回の内容でも、これが非常に不足

しているといいましょうか、最後に解説書は付いているものの、全く今、言いました

ような意味の中身では、読んで理解はできるんですけども、じゃあ何なのと。その深

みに対する内容が添付されていませんね。計画を推進するためにいろいろ書いておら

れますけれども、中身がよくわからない、想像でしかわからないですね、それぞれの

立場で。そういったことで私はこれらに関しては、住民に対するわかりやすい説明が

最大のサービスだと思います。インフォームドコンセントを、もっと重要視するべき

ではないかという気がします。以上です。 

この３つです。よろしくお願いいたします。 

 

村澤会長 見通しと、評価、それから市民への説明ですね。こういったことについて、どなた

が説明していただきますか？ 

 

＜事務局＞ 見通しについてですが、一応１０年間を想定いたしまして計画をしております。経

常的な部分と臨時的な経費、予算が分けられるということですが、行政の考え方は経

常的な経費といいますと、人件費や公債費や扶助費や。そういった物経費の中で、物

経費、いろいろものを買う経費ですが、通常事務に使うようなものを経常と見なし、

それ以外単発で出るものが臨時という形ですが、それとあと臨時的な大きなものにつ

いては、そういう投資的な事業。先ほど話題になりました、合併特例債債でどんな事

業をするんやというものは、私ども行政側の経費の区分によりますと、それは臨時経

費にあたります。 

そういうような区分をつくりまして、１０年間を想定した財政フレームといいます

か、フレームをおつくりさせていただいて、今回の第４章に載っておる大まかな５年

間スパンで出させていただいている、内部事情におきましては、各年度ごとにある程

度試算をさせていただいておるのですが。これは事業のその年、その年の歳入状況に

よっては、後年度へずらさせていただく場合もありますし、前年度へ前倒しさせてい

ただく場合もありますもので、こういう表現になっておりますが。１０年スパンで、

各年度ごとに財政の計画はつくらせていただいております。  
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＜事務局＞ 行政経営課でごさいます。行政評価にかかわりまして、修正案にもございますけれ

ども、行政評価の中で私たちが考えておりますのは、一つは今、ありましたけれど、

重点プログラムに対する政策評価。それと事業を対象とする事務事業評価。それから

少し内部面のマネジメントをする行政評価です。この三つを考えております。年間を

通してのスケジュール等々はここに書いておりませんけれども、年度当初の４月の、

そういう内容を一般に公表して、それで当然、中間期には、またその内部的なものに

ついて３月末等々には達成化を導入していく。まずそこから始めていきたいと考えて

おります。 

それから外部の監査についての考え方ですけれども、ちょっと意見の中で答えさせ

ていただきましたけれども、そのすべて第三者機関云々ということではございません

けれども、当然市としては、一つ今の重点プログラムの中でも「げんきづくりプログ

ラム」これを市民も参画した投票型の評価。これをまず念頭に置いて考えておりまし

て、具体的に、今、申されましたＩＳＯ等々も、これについては今、今後の検討課題

とさせていただいておるところでございます。 

それからインフォームドコンセント、まあわかりやすくということですので、内容

的に現在は文章だけですけれども、この中である程度、図等も含めまして、よりわか

りやすい形での、形はこの計画を製本したときには、やっていきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

 

村澤会長 はい、関連していますか。別の質問ですか。 

では、お願いします。 

 

岡野委員 すみません。いずれにしましても、今おっしゃられた１０年の財政の見通しで、ど

う言うんでしょうかね。財政がこんなに厳しいんですよという、一般市民、私たちも

含めまして、今のままではどのくらい厳しいかという厳しさが、よくわかりませんね。

厳しい、厳しいと言われているんですけれど。年間の９００億のベースが、もう既に

実績が出てはおるでしょうですけれども、その厳しさが将来どうなっていくのかとい

う見通しについては、ある程度の、表現内容は別にしまして、わかるような、わかり

やすいことが皆さんにとっては「ああ、厳しいんだな」と。そういう台所の事情をき

ちんと説明することによって、市民の方々は厳しさが理解できるのかなという気がす

るんです。 

だから、もしお手元の中でつくられているということで資料があるのであれば、い

ろいろな形でご説明を、できれば、折り込んでいただきたいなと思います。 

それから関連ですけども、これからやっていく中で、今まで計画を推進するために

「輝きプロジェクト」とか、「元気な人づくりプログラム」とか、いろいろあるんで

すが、各支所は前回からも出ていますが、新しい方々で顔見知りの人がいないという

ようなふうに私ども感じております。その方々が、「輝きプロジェクト」とかみんな

やるわけですね、各支所の方々が。支所の方々が、地域を知らないままでそういうこ

とに参入、これから人事問題がいろいろあるでしょうけど、それはぜひ、人事面では

よく知った人が、地域を知った人が参画しないことには意味がないのではないかな。
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効率が悪いと思いますので、その辺りをよろしくお願いいたします。 

 

阿部委員 関連して。 

時間がないので申し訳ないですが、何回か言っていることで、今の話と関係するん

ですが。ここで、「一人当たり７万円で、全部でなんぼ借金がありますよ」といった

場合に、「なぜ、こうなったのか」という内情を言ってもらわないと、信用がないん

じゃないか。 

それからもう一つ、一般市民の方が合併前よりもいろいろなサービスが明らかに低

下していると。今まであった金はどこへいったんだろうという素朴な質問。そういう

ような疑問に対して、やはり説明責任があるんじゃないかなという気がするんです

が。これは前から何回も言っていて、その返答というのがいまだにいただいていない

ので、最後だからお尋ねしたい。 

それからもう一つごめんなさい。６ページ、７ページの所です。「循環型社会の形

成」は非常に結構なんですけど、僕は「３Ｒ思想」というのがありますね。「３Ｒ思

想」と省エネ用の車とか、それから地デジ、関連性はどうなのかなと。先ほどもテレ

ビの廃棄問題が出ていましたけれども、「地デジでやると便利ですよ、電気代も減り

ますよ」ということ、それから「車を省エネで買うとエネルギーが少なくて済みます

よ」と。使ったものはどこへ行くの？ 結局、大事なのはライフコストだと思う。ラ

イフコストの話は言われてはいるんだけれども、だいたいこういうのは途中で消えて

いくんですね。これはやっぱり企業家と政財界との関係で、消さざるを得ないのかな

と思っているのですが。そういう基本的なことを、部長さんがいないのであれですが、

市のほうではどういうふうにお考えか。 

一つは赤字になった理由を説明する気があるのか、ないのかということ。それから、

もう一つは、「３Ｒ思想」というのをいったいどうお考えになっているのか、教えて

もらいたい。 

 

村澤会長 幾つかお二人からご質問、ご意見、いろいろな形の話が出ているのですが、参事の

ほうから、答えられる部分は答えていただいて。また、どうしても検討するというこ

とであれば、それ以外に返答していただいて、後日していただくのも一つの方法です。 

 

阿部委員 ああ、後日に返事ください。 

 

＜事務局＞ 財政の関係ですけれども、大きくは経常的な経費で、吸収になって自由に使えるは

ずのお金が回らないというような場がある状況ですが。それが、そうすると何が一番

問題になるのかというのは、一つはやっぱりまず負債、借金ですね。だからなぜ、こ

れが合併以前に、この３年間ぐらいでもうかなりの起債がされていまして、それが合

併後、明るみに出て来たという。幾つかの建設はされていますが、建設するときには

あまり金がかからないんですね。補助金もありますし、起債で借りますので、実際に

あまり金は要らない。ただ、できてからが借金を返済せんならんし、建物を維持しな

ければならない。そこへ職員も入ってと。いろいろそういうのが出てきていますので、
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その辺が非常に厳しい状況になってきておるということだと思います。 

大系を見ていますと、やっぱり人件費も多いですし、それから借金も多い。それか

ら、施設を管理するための管理的な経費も多い。その辺が一番大きな、こういうよう

な厳しい状況のもとになっているというふうに思います。 

これが、借金を抑えていけば向上するのですが、それはそれでやはり必要な事業は

やっていかなければならない。活性化していくための事業をやっていかなければなら

ないということで、そこのバランスを考えながら、財政運営をやっていくんだという

ことでございます。 

 

今井委員 今、「計画を推進するために」という項に入っていますので、これはお願いにもな

ると思うんですけれども、これだけの計画効果が出て、１０年間の、いわゆる新津市

の指針が決まった。その計画に基づいて、それからこれから推進していくかっていう

ときに、厳しい、厳しい、厳しいって、頭から泣いておってはこれは推進にならんの

です。特に、市長をはじめ議会執行部、政治に携わっておる人が、頭から泣いてかか

っておっては、それは市民がたまったもんやない。だから、それは健全にいかなけれ

ばいけないというんですが。やはり、計画が決まったら自信を持ってやっていっても

らわんことには。「厳しい、厳しい」って、まあどこへも、「津市はこうなるんや」っ

ていうのを１回、その先頭に立ってもらって、夢を与えるような、あるいは希望の持

てるような行政をやってもらわなければ。計画を立ててから泣いてばかりでは、これ

は何ともならんと思いますので、その点、市長にもよう言うておいてください。 

 

＜事務局＞ 厳しいと言うばかりで申し訳ないのですけれども、一応、計画を作った以上は、こ

れは実行しなければいけない計画として考えていますので、やっぱりそれなりの予算

としてちゃんとしていただいて、市長もそのつもりで頑張っていくということですの

で、その辺は伝えていきたいと思っています。 

 

内山委員 一点だけ、すいません。２３７ページですが、これの「（４）健全な財政運営の推

進」、それの丸ポツの四つ目に、公共工事との実施についての記述があります。この

中で事業コストの縮減ということが、まあさんざん書かれておるわけですが、これは

これで誠に結構なことと思いますが。併せて、公共事業の品質の確保、行政水準の確

保といいますか事業効果の発揮をきちっとできるような工事をやっていただくとい

う。そういった前向きの記述も、一言、二言、書いていいのではないかと思いますの

で、いかがかと思いましてちょっと提案させていただきます。 

 

村澤会長 そうですね。その辺の記述を少し工夫していただいたらどうでしょうか。 

 

＜事務局＞ 貴重なご意見をいただきましたので、そういう意味で検討したいと思います。 

 

村澤会長 はい、どうぞ。 
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濱野委員 ２３８ページに、「亀山市はじめ、松阪市、伊勢市等」と書いてありますけど、「は

じめ」と書いたり「等」と書いてあるわけですけど、鈴鹿も書いておらんとあかんの

違うかな。鈴鹿も入れないと悪いかなと思うんですが。 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

村澤会長 

ここに具体的に名前を挙げていますのは、すでに連携の話を進めている所で、了解

をいただけるところの名前を挙げさせてもらいました。鈴鹿はまだ具体的な話をして

おりませんので、まだ「等」ということです。 

 

はい、それでは柏木委員。柏木委員のほうからお願いします。 

 

柏木委員 時間も押しているのにすいません、一つだけお願いします。２３６ページの（１）

ですね。「簡素で効率的な事務事業の推進」の所ですが、よくわかります。これは協

働でやっていくんだということを書いていただいていると思いますが。併せて１７２

ページの所で協働とか、今後の計画を推進する市民とのコラボレーションは避けられ

ない、するべきことだと思っていますが。②の所に、「市民のまちづくり活動への参

画や、市民と行政の協働について学び、意識を高めるために、市民と行政職員相互の

研修・講演会を開催します」。まだまだ行政の側にも、市民と一緒に計画を推進する

意識が欠けているんじゃないかなと思う部分がここだったものですから、ちょっと指

摘をさせていただいて、私の意見を申し述べたいと思います。 

私でしたら、「社会経済情勢の変化等も踏まえ、市民ニーズ等を把握しつつ、公共

サービスの提供方法や、行政としての関与の在り方、実施意義などを踏まえて」、「２

２年度の効率的な」という文言になるのではないかなと思うのですが、やはり協働意

識の欠如かなというふうに私は読めてしまいました。 

インフォームドコンセントの話もありましたが、きちっと説明していくことが大事

ですが、その前に患者なり市民の意見をしっかり聞くことが大事。ニーズを把握する

ことが大事ではないかと思いますので、ここの文言の訂正ができるものでしたらお願

いしたいというのと、この４月から組織改正があると聞いていますので、「広報、公

聴」という言い方を、ここにも書いてあるのですが、「公聴・広報」というふうには

変えられないものだろうかと、かねがね思っておりました。三重県はもう既に「公聴・

広報」というようなことで、『県政だより』にもしっかり書いておりますので、意識

を変えていただくために、また、その変えていただくという意味で、その文言の記述。

あるいは「公聴・広報」という言い方に今後、変えていただけたらと思います。ので、

ご意見をいただけたらと思います。 

 

村澤会長 はい。その点についていかがですか？ 

 

＜事務局＞ ２点いただきました、表現のですね、協働の考え方ですが、この文案については、

検討させていただきたいと思います。それと、「広報と公聴」ですが、基本的にはま

あ、どちらが先かという部分もありますので、この内容につきましては、どういうふ

うに扱うかはまた検討させていただきたいと思います。 
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柏木委員 はい、お願いします。 

 

村澤会長 それでよろしいですか？ ぜひ、検討していただきたいと思います。 

第５章については、今後いろいろな問題もあるので……。よろしいですか？ ほか

に何か。この際、言っておかなきゃというご意見があればと思いますけど。 

 

生川委員 ちょっと簡単なことなんですけど、気の付いたこと。私どもは、審議会の委員を仰

せつかったときに、文章がね。私、いろんな所から、国からももらっているのですが、

「委嘱します」となっています。ここだけ「委嘱する」、津市だけ、委嘱状。それは

最初にも指摘をしたのですが、それがずっと変わらないんですよ。津市だけ、津市だ

けです。県からも国からも、みんないただいている委嘱状は、私に対しては「委嘱し

ます」となっています。 

それから、もうずっと前の話ですけど、今、この書類はＡ４で配付されていますか

らいいのですが、Ａ４になるまでの津市の長かったこと。Ｂ５からＡ４に変わるまで

がね。すべてそういうことで、これで新しく市になってから３年ですが、これがずっ

と続いていくということになると、これは県下の県都ですから恥やと思います。そう

いう簡単なことですけれども、ちょっと気をつけていただけませんかね、と思います。 

 

村澤会長 ここら辺の所は、今後、他のそういう書類との関係もあると思いますから、市のほ

うで検討していただくということで。 

 

大田委員 ちょっと質問なんですが、２４０ページの表の一番下の「行財政改革の効果」とあ

りますね。それで、右のほうに「５５億」。括弧で「３年間の累積」って、ちょっと

意味が読み取れない部分がありますので、ちょっとご説明願えないでしょうか？ 

 

＜事務局＞ この総合計画とは別に、行財政改革大綱というのを、昨年の３月に策定をしており

ます。その中で、３年間の実施計画をつくっております。１９年度、２０年度、２１

年度。この３年間における行財政効果、財政の削減効果が、３年間で５５億円という

計画をしておりますので、それをここに羅列していただいております。これはあくま

で効果でございますので、サイクルの増につながるもの、歳出を抑えたもの、両方を

足しまして５５億円の効果がある。これが計画の要求値になっておる。以上です。 

 

村澤会長 はい。歳入のほうはだいぶ厳しいということで、お話がだいぶ続いたわけですけれ

ども、やはり明るい未来を持って進むという意味では、いろんな方がおっしゃるよう

に、やはりこの計画を実現するために、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

第５章の「計画を推進するため」ということはここまでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 
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それでは、これで一応、全部審議をしていただいたのですが、全体を通して、この

際という、何かご意見があれば、一言お出しいただければと思います。 

 

吉田委員 この計画のですね、検証期間はどうなんでしょう。 

 

村澤会長 それがですね、後で議論をしたことということですね。一応、この計画案について

は、年末の構想試案と、きょう一応、ご了解いただきました計画試案。この二つで、

この審議会の審議は終了するわけです。今後、全体を通して、今、吉田委員からもち

ょっとご意見が出ておりますが、ほかの委員からも類似の、今後どのようにこの計画

の状況を見ていくといったらおかしいけども、チェック機能というわけじゃないです

が、そういった組織的な対応というのは、どうなっておるのかということなんですね。 

それで、きょうここでお配りさせていただきましたのは、杉田委員が、はたして何

らかの対応が必要ではないかということで、今後、この計画の進捗状況とか、あるい

は一般市民へのＰＲとか、そういった部分も含めて、せっかく２年近く審議してきた

わけですから、この計画については一番よく理解しておる立場の委員の方々ですか

ら。何らかの形で、今後、この総合計画の進捗状況などに携わるような組織をつくっ

ていったらどうかと、そういうような趣旨の内容をまとめていただいておるわけで

す。 

この趣意書については、きょう初めて私も読ませていただくわけですが、何か杉田

委員のお話によると、きょうちょっと杉田委員は急用ができて退席されております

が、おっしゃっていられることは、各委員、何人かの方に同じようなご意見をお持ち

の方が多数いられると。だから、やはり今後、この総合計画の推進にあたって、何ら

かの形で対応していくような、対応というか、まあ源というかね。何か、「はい、こ

れで終わり」というのではなくて、この計画の推進が、進捗がどのようにしていくの

かといったことをサポートするような組織をつくってもらえないかという、そういう

ようなご意向を、杉田委員から、１週間ほど前に私は受けたわけです。 

それで、その件について、先ほど吉田委員のほうからも出ておりましたが、検証も

含めて、どのように今後、これを対応していくのかということを、市のほうに意見を

求めました。そのことについて、少し市のほうでどういう具合に今後、対応していく

のかということを、参事のほうから少し説明していただきたいと思うのですが。よろ

しいですか？ 

 

＜事務局＞ すいません。総合計画、これが３月の議会に提案しまして、まとまりますと、いよ

いよ４月からスタートということになります。吉田委員からもいただきました、これ

をどう今後見ていくんやということですけれども、もちろん議会でも、これについて

はチェックをいただきますし、やはり市民レベルでも、これについては進行管理、評

価、あるいは次の改訂に向けての作業。そんな所を進めていく必要があるかなと思っ

ております。 

これも今、まだ具体的にしておりませんが、今の進め方としましては、既に１２月

に津市まちづくり市民委員会というのを市民の皆さん、それから有識者の皆さんで立
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ち上げてもらいました。これは、今、進めております作業は、参加と協働ですとか、

行政、市民、議会、これの在り方、義務。そういった所をきちっと整理をしていこう

ということで、自治基本条例の策定に向けた、今、専門的な研究をやっていただいて

います。そういうことで、この総合計画にありますような地域自治の仕組みをどうす

るとか、そんな所まで踏み込んで、これから議論が進められます。 

まずはこの審議会で、そういった参加と協働の仕組み、行政と市民の在り方、そう

いう所のルール、方策をしっかり固めていただいて、予定としてはこれを２０年度中

にまとめたいと思っています。 

この総合計画の進行管理、評価については、これは今、予算の調整を、今やってお

りまして、３月議会にかけていきますが、まずは初年度、実行をしていきたいと思っ

ています。これの結果を見ながら、改めて点検評価を市民の皆さんでお願いをしてい

きたいと思っています。これについては、今、進めています市民委員会、これを新た

な形でまた立ち上げたいなと思っています。２１年度に新たに立ち上げまして、そこ

で総合計画の進行管理ですとか、次の改訂に向けてのいろいろな取り組みを、市民の

皆さんと一緒にやれればなと、そういうふうに思っております。そういうことで、ま

ずはこの委員会で、まずそういったルール、協働の仕組みといったものを、２０年度

中にやっていきたいと思っております。 

 

村澤会長 そのような対応を、今後していくということで、今、説明していただいたのですが。

またその辺についても、ご意見があれば、お話なり、あるいは市のほうに意見を出し

ていただいたら、また対応できるような組織を考えられたら、つくっていきたいと思

っております。 

それで、一応、きょう全体会議としては、これでこの総合計画の審議をもって終わ

りということになるわけです。きょう幾つか修正個所、あるいは少しまた検討すると

いう個所が出ております。そういったことも含めて、最終的にこれを市長に答申する

ことになるわけです。それの取り扱いについて、市のお考えをちょっと説明していた

だきたいと思います。 

 

＜事務局＞ すいません。それでは、いろいろご意見もいただきまして、そのようなものを見直

した上で、最終的には答申ということになってまいります。この答申の取りまとめに

ついて、少しご提案をさせていただきたいと思います。まず本日、前期基本計画試案

のこの審議を終えていただいたということでございますので、この審議会の答申とし

て、今後取りまとめをお願いをしたいと思っています。 

その段取りとしましてですが、一つこちらの提案でございますが、委員の皆さまの

内から、これまでの審議経過を踏まえ、少し人数、代表として出していただいて、こ

の取りまとめをお願いをしていただければと思っています。例えば、会長、副会長様、

それから三つの分科会でお世話をいただきましたので、その分科会の会長さん、合わ

せて５名の方で、今後、１回や２回ずっと答申の案について見ていただきまして、そ

れの整理をしていただいた上で、皆さんに送付をし、確認を取った上で答申というこ

とで整理をしていただければと考えております。 
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なお、答申について、こちらでちょっと日程を組ませてもらっていまして申し訳な

いのですが、今の予定で行きますと、２月１２日、火曜日でございますが、午前１１

時からこの本庁舎４階の庁議室、ここで市長への答申をお願いをしたいなと思ってお

ります。そういうことで、この答申の取りまとめについて、代表の方でお世話いただ

ければ、こういう提案をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

村澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村澤会長 

 

 

今、説明していただきましたように、きょうまだ幾つか修正もあるし、また、体裁

とかそういったことを整える、最後の仕上げなのですが、非常に事務的な部分が多い

わけですね。議論することはほとんどないのですが、最終の冊子に仕上げるというこ

とで、今、説明がありましたが、形で、できたら何人かの方にご協力をいただくとい

うことです。皆さんお忙しいので、またぜひということにはいかないと思いますので、

できたら三つの分科会の部会長さんにお願いしたらどうかなということなんですが。 

あるいは、もう少し分科会の意見を反映するとなれば、副会長、あるいは書記の方

ですか、お二人ということも考えられるのですが。だいぶ事務的な仕事ですもので、

多くの方にご負担をかけるのも気の毒かなと思いますので、部長、各三つの分科会の

部会長さんにお願いしたいなと思うのですが、どうでしょう。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

それでは、ちょっと後で残ってもらって、日程調整をしたいと思いますので、申し

訳ございませんけれども、部会長さん、お残りいただきたいと思います。 

以上で、きょう用意しました、あるいは今回、ずっと２年近く審議会をやってきた

わけですけれども、それでは、実質的にはこれで一応、議論は終了ということで、ど

うも長い間ありがとうございました。 

 

－ 終了 午後５時００分 － 

 

 


